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東方ロカルノ案をめぐるソ連外交

一一ソ辿外交における「集団安全{州市」政策の形成一一司

J
-，
 
l
 
i
 

--々
I IU 出

{
子

}T ，fiIn 

1. 仏ソt姿近の背ht
[1. 初期のソ述構想

1. 初JVJの仏ソ交捗

~. 初WJのソ迎~~舵忠

lll.仏ソ交渉の伴怖とソ;~~の刈l~~

lV. Wjfロカノレノ案の股rm ーブラシスfiW;Wへの対応一一
l. 仏ソ交担J;の展開

~. フラ γ ス 11~;位'.'"\の ~'.jR':;

:1. ソ.i:卸とよるJ1ll係件|云|への{動主ルぺ十

V. 1lrjJ'ロカルノ'支の終 J~~

結論

序論

「東方ロカルノJ案1)は， 1933年末から 1934年にかけての仏ソ交渉を通じて作成され.

最終的な草.案は.東北欧八カ国による地域的媛助条約とそれを保障する仏ソ協定および一

般規程から成っていたのこれらは，関係各国の批准およびソ連の国I~~連盟加盟をもって発

効することになってし、た。 しかし東方ロカルノ案は I 19:~4 11"-9月のドイツおよびポーラ

ンド、の参加l1r否回答により実現が難航し. 1935年5月に，フランス=ソ連間およびソ辿=
チェコスロパキア間に相互段助条約が，それぞれ締結されたにとどまった。

1960年代以降のソ連の諸研究は，以下に述べるように，同案をめぐるソ連外交を，集団

安全保障体制を創設するものとして高く評価し， ソ連の集団安全保障政策の歴史的根源を

ここに求めている O ソ連が.集団安全保障体制の創設を指向する構想を持っていたか否か

については検討の余地が残るが， ソ速は. 1950年代には「欧州集団安保」を. 1960年代

末からは「アジア集団安保J2)を提唱し独自の「集団安全保障」政策を展開しており，東‘

1)邦献では， r東方協定J，r東欧ロカノレノJ，r東欧条約」などと祢され， 定まった称呼はない。原市i
は， Eastern Pact， Eastern Locarno; pacte cle l'Est， Pacte oriental. Locarno de l'Est， Locarno 

oriental， pacte regional cle l'est; Ostpakt; BOCTOqHblCI naKT， BOCTOqHblU penIOHaJIbHbIti naKT ; 
Pakt Wschodni などであり，いずれも，ほぼ同義に使われている。木柿においては，東北|政にお

ける安全保障体制の創設を指向する条約構想、を「東方ロカルノ案」と総称L，東北欧諸国による地
ll!X的提山条約については， r東方条約」と訳出する。
2) r極東の諸問題』誌 1976 年 6 月号のヴォロンツオフ，カプスチン論文「アジア集団安全保I~'~ その

歴史と必然性」は，アジア集団安保の構想、の根瀬を， 1930年代の太平洋条約構想に求め，この太平
洋条約桝想を， rヨーロツバの安全保障をめざすソ連の聞い、の論出(r'J*1帥どであり， 1933年の 12月に
企ソ連邦共民主党(ポリシェビキ)中央委民会がその!民間に1¥':1する決議な版択した集団安除をめざす
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植 田隆子

方ロカルノをめぐるソ連外交は，第二次大戦後のソ
連のこのような政策の歴史的背景をな

すものとして，検討に値すると思われる。

東方ロカルノ案に関する研究3)は極めて数少ないう
えに， wソ連邦対外政策文書集』

全般的闘争の不可分の一部であったJとしている(ヴォロンツオフ，カ
プスチ γ 「アジア集団安全

保障 その歴史と必然性JW極東の諸問題』節5巻 2号. 1976年6月 52ベージ)。な
お，太平洋

条約構想については，拙稿「米ソ国交樹立に関する一考察
J(津田塾大学『間際関係学研究Jl2号，

1975年所収).32-36ベージ参照。

3)東方ロカルノ案を主題とする研究として，平井友義「ソ連外
交と東欧ロカルノをめぐる歴史的覚え

選J(W法学志林』節 58巻.3・4合併号. 1961年2月. 132-177ベージ所
収)がある。東方ロカル

ノ案をめぐるパ/レトゥ外交については. J.-B. Duroselle，“Louis 
Barthou et 1e rapprochement 

franco-sovietique en 1934，" Cahiers du monde russe et soviet
ique， tome IU， nO 4 (octobre-

decembre)， 1962， 525-545が詳しい。仏ソ相互媛WJ条約の成立事情を
主題とした. W. E. Scott， 

Alliance against Hitler， the Origins 01 the Franco-Soviet P
act， N.C.， 1962 は， 第7草・か

ら第9章 (7:Ta1k of Alliance， 8: The Bold Dip10macy of Lou
is Barthou， 9: Eastern 

Locarno)において，同案を検討している。

ほかに，第二次大戦前史，仏ソ関係史，両大戦間期のフラン
ス外交， ソ連外交， ドイツ外交，ボ

ーラ γ ド外交などを主題とした研究文献および概説醤にお
いて同案が雷及されており，以下にその

代表的なものをあげる。

F. L. Schuman， Euroρe on the Eve， the Crises 01 Diplomacy，
 1933四 1939，New York， 

1939， chapter III司 1:Barthou. 

A. H. Furnia， The Dかlomacy01 Aρρeasement: Anglo・FrenchRelatio
ns and the Prelude 

to World War II， 1931-1938， Washington， 1960， chapter V
: From Disarmament to the 

“Eastern Locarno" Negotiations. 

M. Mourin， Les relations Iranco-sovietiques， 1917-1967， Pari
s， 1967， chapitre VI: Ver 

l' Alliance franco・sovietique.

3. C. 5eJloycoBa，φ'paH.勾y3cKaHdun./lO.MamUH H.aKaHyH.e MJOHx
eHa， MocTBa， 1964， 

r JlaBa nepBaH，φpaHKO心OBeTCKHeCOJlH泌eHHe.日CTOpH兄 neperOBopOB0 BOCTOqHOM na
KTe. 

10. B. 50pHCOB， COBemcKo-ctpaHqy3cKue OmH.OUleH.Uf{， 1924
-1945 ZZ.， MocKBa， 1964， 

r JlaBa V: COBeTcK班員 Coぬ3，φpaHUH兄， H npOOJleMa KOJlJleKTHBHOrl 6e3onacHocTH B EB
pone 

(1933-1934 rr.). 

10. B. 50pHCOB. C08emcKo-ctpaHu，y3cKue omH.OUJeH.UH U 6e30naCH.OCmb E8p
onbt， MocKBa， 

1960， r JlaBa 11: 1-'13 HCTOpHH COBeTCKO・中paHUy3cKHXOTHowe日目前 Mem.ll.Y .lI.ByM匁 MHpOB
blMH 

BOHHaMH. 

J. Nere， The Foreign Policy 01 France Irom 1914 to 1945， London， 197
5， chapter II: 

The Franco-Soviet Treaty of Mutual Assistance. 

A. T. Komjathy， The Crises of France'S East Central Euroρe
an Diρlomacy， 1933-

1938， New York， 1976， IV: French Foreign Policy under B
arthou. 

E. R. Cameron， Prologue to Apρeasement， a Study in French 
Foreign Policy， Washing-

ton， D.C.， 1942， chapter IV: Grand A1liance against Aggressi
on. 

E. R. Cameron，“Alexis Saint-Leger Leger，" G. A. Craig a
nd F. Gilbert， etls.， l'he 

Diρlomats， 1919-1939， Vol. II， New York， 1971 (1953)， 378-405. 

平井友義 r1935年・仏ソ同胞条約の成立をめぐる一考察J(W国際法外交雑
誌』第 70巻 2号，

1971年7月. 1-44ベ{ジ所収入

M. Beloff， The Foreign Policy 01 Soviet Russia， 1921-194
1， Vol. 1， London， 1949， III: 

The Search for Collective Security. 

HcmopUH 8H.eulH.eii nO./lltmUKU CCCp， I. 1917-1945， MocKBa， 1966， rJlaBa X. BHelllH
H刃

nOJlHTHKa COBeTcKoro COID3a B 60pboe npoTHB中alllHCTcKotiarpeccH
H (1933-1937 rr.)， 2. 

npoeKT BOCTO引iOronaKTa. 

HcmopUH 8H.eulH.eit nO./lUmUKlt CCCp， 1. 1917-1945， MocKBa， 1976， X r
JlaBa: Mem.ll.yHa-
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(sO/cy.AUHmbt 8HeLUHeil nO/WmttKlt CCC P) および『フランス外交文書集~ (Documents 

diplomatiques francais) の該当巻が未公刊であった時期になされたものである。東方ロ

カルノ案をめぐる仏ソ交渉は，両国間の了解のうちに極秘で行なわれたため，従来の研究

においては，上述の史料的制約から，仏ソ交渉の経緯および草案の内容についてはほとん

ど明らかにされておらず，歴史的事実および同案の評価についても様々な見解がとられて

いるo しかも，ソ連の概説書，研究文献，百科事典および外交辞典4)の叙述は， 筆者の管

pO，江HoeIIOJIO>KeHHe CCCP H ero BHe山H冗冗 IIOJIHTHKaB 1933-1937 rr.， COBeTcKaH IIporpaMMa 

C03.D.aHHH CHCTeMbI KOJIJIeKTHBHoH 6e30IIacHocTH H 60pb6a 3a ee ocymeCTBJIeHHe (1933-
1935 rr.).本書は， fIIJ帰書の改訂版である。

B.兄.CHfIOJIC， CooemclCuzt COlO3 0 6opb6e 3a .MUp U 6e3onacHocmb 1933-1939， 
MOCKBa， 1974， r JIaBa 1: Kypc COBeTcKoro COK>3a Ha C03.D.aHe CHCTeMbI . KOJIJIeKTHBHofl 
6e30IIaCHOCTH (1933-1937 rr.). 

尾上正男『ソピエト外交史 u有信堂， 1972年，第 2部「一国社会主義建設外交J第 15章「集
問的安全保障」。

G. L. Weinberg， The Foreign Policy 01 Hitle〆sGermany: Diρlomatic Revolution in 
Euroρe， 1933-1936， Chicago， 1970， 8: Germany and the European Powers from the 
Proposed Eastern Pact to the Announcement of Conscription. 

B. B. Budurowycz. Polish.Soviet Relations， 1932-1939， New York， 1963. III: Poland 
and the Eastern Locarno. 

A. N. Tarulis， Soviet Policy toward the Baltic States， 1918-1940， Incl.， 1959， chapter 
Six: Protection Overtures. 

B. 11. nOIIOB， (AHrJIHHCKaH .D.HIIJIOMaTH匁日 BOCTO引{bI白ロaKT)，Hooafl U H.08eUlUafl 
ucmopUfl， 1963， N2 3， 49-65. 
探見秩太郎 W20世紀の外交史一集団安全保障の史的研究』有斐閑， 1953年， 第 5j者「東欧にお

ける地域的集団安全保障をめぐって」。

4)主要な文献を発行年の)1慣に記す。

V. Potiemkin， ecl.， Histoire de la diρlomatie， tome III (1919-1939)， Paris. 1947 (B. n. 
nOTeMKHH， 110ぇpe.D..， Hcmopufl aun/lo.Mamuu， TOM III， MocKBa， 19/15の仏訳版).
，l(u，nIlO.Mamu 'leCICu，必C/108apb，1 H3ιMOCKBa. 1948. 
50llbUlafl cooemClCafl ::)H. l~u，lClloneδUfl. 2 H3.D..， MocKBa， 1950-1958. 
lO. B. 50pHCOB， CooemclCo・cþpaH~y3clCZte OmH.OUleH.Ufl II de30naCH.OCmb E8ponbt， MocKBa， 
1960. 

HCmOpu，fl BellblCou Ome句ecmoeH.H.oztBOZtH.bt CooemclCozo COI03a， 1941-1945， TOM I. 
MOCKBa， 1960. 
，l(un/lO.Mamu'teclCuu cllo8apb， 2 H3.D..， MocKBa， 1960-1964. 
B. 11. nOIIOB， (AHrJI目前CKaH.D.HIIJIOMaTHH H BOCTO引{blfl IIaKT)， Hooan U H.08eZtWafl 
ltCmOpUfl， 1963， N2 3， 49-65. 
lO. B， 50pHCOB， CooemclCo.cþpaH.~y3clClle OmOlUeH.llfl， 1924-1945 ZZ.， MocKBa， 196.1. 
3. C. 5eJIoycoBa， ØpaH.l~y3clCafl au，n/lO.MamUfl H.alCaH.yH.e MIOH.xeH.a， MocKBa， 1964. 
A. A. rpOMbIKO， no.D. peλ.， Hcmopufl .aun/lo.Mamuu， 2 H3瓦.， TOM III， MocKBa， 1965. 
HCmOpltfl oH.eUlH.eu nO/lUmUICIl CCCp， 1， 1917-1945， MocKBa， 196G. 
A.M問中pe瓦，Tpaδ叫 llflapyJ/Cdbt II compyδH.U'teCm8a， MocKBa. 1967. 
HcmopUfl .MeJ/CayH.apoaH.btX omH.oUleH.uzt U 8H.elllH.eU nO/lllmlllCZt CCCP. TOM 1， MocKBa， 
1967. 

50llbUlafl cooemClCaR 8H.lI，lllCllOneauR， 3 H3.D..， MocKBa， 1969-. 
HcmopUR KO.M.MyH.llCmu'teclCozt flapmuu CooemclCozo COlO3α(B 6 TOMax)， TOM IV， 

KHHra BTopaH (1929-1937 rr.)， MocKBa， 1971. 

，l(unIlO.Mamu'teclCuzl cllooapb， 3 H3.n: 

71 
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~1立 W I峰子

見の限りでは， 1960 年に刊行された『大祖国戦争史~ (HCmOpufl BeJlblCOU Ome切 cm8e!-t・

HOU BOUH.bt C08emCIC020 Coω3a， 1941-1945)第 1巻を境として著しく変化している O

同書以前に発刊されたものは，仏ソ交渉の叙述を 1934年 5月のパノレトゥ(L.Barthou，フ

ランス外相)=リトピノフ (M.M. ml1、BHHOB，ソ連邦外務人民委員)会談から始め， 東方
条約締結のイニシアチプをとったのはバルトゥであったと述べているの。

11'大担|国戦争史』で吋， 1933年 12月末にソ辿がフランスに地域協定構想を提議したとさ

れ，連盟加盟および地域協定締結の可能性を認めた，ソ連邦共産党(ボ)中央委員会の同

年 12月の決議を集団安全保障体制の樹立を指向するものとしてとらえ， 次のように述べ

ているo [""ソ連によって，国際関係史上初めて提議された集団安全保障体制は， その時代

において，戦争の効果的な防止およひ、平和保障のためのl唯一の方策で、あった。Js)

『大社!国 !ìí~争史』以後の話研究は，直接， この叙述を引用してはいないが， 同書とほぼ

同様の見解をとっている O たとえば， 1964年に刊行された， Iu. B. EOpHCOB， C08emclw・

ifj pamり!3CIWeOIlIl-WWel-lllH， 1924-1.945 22.りおよび 3.C. EeJIoycoBa ， φpa"LL~y3CJ(aíl 

UU/lJlO.MamUfl Hm((lHyHe lH/ol-lxe!-taのは， 仏ソ交渉のお〈述を 1933年 10月から始め，東

方条約締結構想をめぐるソ連のイニシアチプを強調し，このソ連構想を集団安全保障体制

を創設するものとしてとらえているの。

1970年代に入って刊行された諸研究10)においては，ソ連が集団安全保障政策を追求した

とする評価の傾向が更に強まっているl九

1974. 

J1cmopufl Olieul/-teii /lO/lUmU1Clt CCCp， 1， 1917-1945， MocKBa， HI76. 

5) このような比桝をとるものとして，以下がある o DOTeMKHH， y1Ca3. cott.， ，l(U/l/lOMamUIleC1CUtt 

C/lOOapb， 1 H3.l(. H 2 H3.l(.. EO/lbWafl cooemC1Wfl 9Iit~tt 1C/lO/leðufl ， 2 H3.l(.， lO. B. BOpHCOB. 
Cooemc1CO・tþpωμ~y3C1Ctte omliOllleliUfl U 6e30/laCIiOCmb E8pO/lbt. なお r外交辞典』第 2版
の叙述は， 1933年末の仏ソ交渉に言及しているが，パルトウのイニシアチブを認めている。
6) J1cmopufl Be/ltt1COii Ome1teCm8elilioii Boiilibt C08emc1Cozo Coω3a， 1941-1945， TOM 1， CTp. 
8') 

7) lO. B. BOpHCOB， C08emc1Coφpalil~y3c1Cue omliOUlelittfl， 1924-1945 ZZ.， MocKBa， 1964. 

8) 3. C. oeJ1oycoBa，φpali勾y3C1Wfldlt/l/lO.At:amltfl 1w1CaliyHe M/OlixeHa， MocKBa. 1964. 
9)ポリソフによれば， ソ連邦共産党と政府は，フランス外相ボー/レz ボンクー/レ(1.Paul帽Boncour)

の原案を越えて動き出し， 両官・は， Iヨーロッパにおける集団安全保障体制の創設という斬新な構
想，すなわちその災現は疑L、もたくmニ次大i械の回避をめざす闘L、に重大な役割を演じたであろう
ところの東方条約を提議したJのである。ボリソフは， I東方条約構想はソピェトの構却、であり，
プソレジョア史学においてみなされているようなフランス構想ではなL、」と主張している (BOpHCOB.

C08emcκ0・ctpali口CKlteomlio llteHltfl， 1924-1945 zz. CTp. 204-2(5)。

10) 本脳註4) 参 fK~

11)たとえば， 1976 年)慌の『ソ述邦対外政策史~ (J1cmopufl 8HewHetl nO/lltmU1CU CCCp， 1， 1917-
1945)は， 1966年)阪の該当簡所の叙述を大幅に改訂し，集団安全保障体制の創設を指向したとする

評価を強調している。

〔追記:本稿ml和~jf:をに，B.日.CHnoλC， (CCCP H npOOJ1eMa MHpa H oe3onacHocTb B BOCTO引wfl
EBpone (1933-1938 rr.))， CCCP 8 60pb6e npOmlt8 ctaWUCmC1COU azpeccult， 1933-1945， 
MOCKBa， 1976. および 11.B. MI-IXyTHHa， C08emC1CO-nO/lbCKUe om1WUleHUfl， 1931-1935， 
MOCKBa， 1977.を参照したが， 東方ロカルノ案をめぐるソ述外交について， 集間安全保11帝政策合
追求したとする同慌の評価なな Lている。一一1978年2月〕



東方ロカノレノ藁をめぐるソ連外交

他方，スコット (W.Scott) 12入子井氏13) ムラン (M.Mourin) (4) ら，ソ述以外の国々

における研究によれば，地域協定構想を提案したのはフランス側であり，交渉の当初，ソ

速は，仏ソ二国間の相互援助条約を希望していたことが指摘されている。東方ロカルノを

めぐるソ連外交についても，バノレトクのイニシアチブに応じたものとしてとらえられてい

るO

このように，東方ロカノレノ楽に関する諸研究の見解には，様々な次元での相違がみられ

るo このような相違が生じた原因は，問題意識の差異にもよるものであるが，それぞれの

研究が依拠している史料上の問題を指摘することができるO ボリソフ(fO.8. 60pHCOB)15¥ 

シポルス(8.兄 CHrIOJIC)16)らによるソ連の研究は，主として， ソ連邦外務省アルヒーフ，

『ソ連邦対外政策文書集』および Me:Jlcdyuapodl-laHJKll31-lb誌に発表された史料 (60pb6a

CCCP 3a KOJIJIeKT即日yro6e30rraCHOCTb B EBpOrre B 19:B-19:35 rO.llaxJil7) に依拠して仏

ソ交渉を構成している。他方， ソ連以外の国々における研究は，前掲誌および政府刊行文

書集が未公刊であったため，ソ連の外交史料を用いていなし、。そこで，歴史的事実および

解釈の相違が生じている O

たとえば， 1960年代以降のソ連の諸研究は， 1933年 12月末のソ連提案をもって，集団

安全保障体制の創設に乗り出したとする前述の評側をなしているが，同提案については，

ソ連以外の国々における研究では，全く言及されていないのであるo

木稿においては， ドイツ，イギリスなどの公刊文書集に加えて， ~ソ連邦対外政策文書

集Jおよび『フラ γス外交文書集』を中心として 18)仏ソ交渉を再構成し，東方ロカノレノを

12) Scott， 0ρ. cit. 
13)平井「ソ連外交と東欧ロカルノをめぐる歴史的覚え諒J，i1935年・仏ソ同盟条約の成立をめぐるー
考察J。
14) Mourin， 0ρ. cit. 
15) EOpHCOB， C08emclCo-cþpafll~y3clClle omflOWeflltR， 1924-1945 zz. 
16) CHno.nc， yICa3 CO弘
17) {Eopboa CCCP 3a Ko.n.neKTHBHylO oe3onacHocTb B EBpone B 1933-1935 rO)J.ax}， Me:JICdy-
flapoδflaR )f{lt3flb， 1963， M 6， 7. 
18)以下，引用に際し，使用した略号を記す。

JJBn. XVI JJolCy.A!eflmbt 8flewfletl nOJlltmltlClt CCCp， TOM XVI (1933)， MocKBa， 1970. 
JJBn. XVII JJolCy.A-leflmbt 8fleulfletl nOJlamalClt CCCp， TOM XVII (1934)， MocKBa， 1971. 
DDF. 1-IV Documents diρlomatiques francais， 1932-1939， 1re serie (1932-1935)， tome 

IV (16 juillet-12 novembre 1933)， Paris， 1968. 

DDF. 1-V Documents diρlomatiques francais， 1932四 1939，p'e serie (1932-1935)， tome V 
(13 novembre 1933-13 mars 1934)， Paris， 1970. 

DDF. 1-VI Documents diρlomatiques francais， 1932-1939. 1re serie (1932-1935)， tome 
VI (13 mars-26 juillet 1934)， Paris， 1972. 

DBFP. 2-VI Documents on British Foreign Policy. 1919-1939， 2nd Series， Vol. VI 
(1933-1934)， London. 1957. 

DBFP. 2-VII Documents on British Foreign Policy， 1919-1939， 2nd Series， Vol. VII 
(1929-1934)， London， 1958. 

DGFP. C-II Documents on German F01-eign Policy， 1918-1945， Series C， Vol. II， The 

Thircl Reich: First Phase (October 15， 1933-June 13， 1934)， London， 1959. 
DCFP. C-III Documents on German Foreign Policy， 1918-1945， Series C， Vol. III， The 

Third Reich: First Phase (June 14， 1934-March 31， 1935). London， 1959. 
FRUS. 1933-II Paρers Relating to the Foreign Relations of the United States， 1933， 
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めぐるソ連外交を検討しlll) この作業を通じて，ソ迎外交における「集団安全保陣J政策

の形成に光をあてることとしたし、2030

1. 仏ソ接近の背最

第一次大戦後のフランス外交の基本政策は，一貫して安全保障を追求することにあり，

新たに東欧に誕生した諸国との間に，同盟体系を構築していたo この同盟体系は， ドイツ

からの「間接侵略 agressionindirectej21)に備えるとともに， ポリシェヴイズムに対する

「防疫線 cordonsanitairejとしての機能が期待されたo しかしロカルノ条約 Locarno

Pact， Traites de Locarnoの締結およびラインラントからの撤兵により， フランスがドイ

ツからの「直接侵略 agressiondirectejに備える必要が生じたこと，四国協定 FourPower 

Pactに対するフランスの姿勢などを主要因として，フランス z 東欧諸国間の関係の離間

が進行していたo1932年 11月の仏ソ不侵略条約の締結は， r防疫線思想、」の終駕を意味す

Vol. II: The British Commonwealth， Europe， Near East and Africa， Washington， 

D.C.， 1949. 
I日''RUS.1934-1 Paρers Relating to the Foreign Relations 01 the United States， 1934， Vol. 

1: General ancl British Commomwealth， Washington， D.C.， 1951. 
{Les evenements} Raρρort lait au Nom de la Commission chargee d'Enqueter sur les 

evenements sttrvenus en France de 1933 a 1945: Temoignages et documents 

reclteillisρar 1αCommission d'enqueteρarlementaire， tome III， Paris， 1947. 
《日opb6aCCCP》， Nb6 《Bopb6aCCCP3a kOJIJIekTUBEtyt06e30IIaCMOCTb B EBPO II e B 1933-

1935 rO.llax}， MeJICdyliapodliaJl }f(U3Iib， MocKBa， 1963， N2 6. 
《Bopb6aCCCP》， Nb7 《Bopb6aCCCP3a kOJIJIekTUBEfYI06e30IIacHOCTb B EBpone B 1933『

1935 rO.llax}， MeJICdyliapodliaJl }f(t印刷， MocKBa， 1963， N2 7. 
J1O/cy.Melimbl JloTCy.Alelimbl U .AtamepUa/lbl no ucmopuu C08emCTCo-no・IZbCKUXOmIiOw.eIiUU， 

TOM VI， 1933-1938 rr.， MocKBa， 1969. 
DIA. 1934 John W. Wheeler-Bennett， ed.， Documents on International Affairs， 1934. 

London， 1935. 
SIA. 1932 Arnold J， Toynhce， ed.， Survey 01 International A.ti・airs，1932， Lonclon， 1933. 
SIA. 1933 Arnold J， Toynbee， ed.， Survey 01 International Affairs， 1933， London， 1934. 
SIA. 1934 Arnolc1 J. Toynbee， ed.， Survey 01 International Affairs， 1934， London， 1935. 
SIA. 1935-1 Arnold J. Toynl児島 ed.， Survey 01 International Affairs， 1935， Vol. 1. 

London. 1936. 
SDFP. III J， Degras， ed.， Soviet Doc仰 ents012 Foreign Policy， Vol. III， Lo山 n，1953 
19)東方ロカ/レノ京をめぐる仏・ソの動向は，現代史上，論争の多い問j舗を関連するものてある。たと
争ば.フランス共産党の政策転換 (1934年7月の社共統一行動協定調印)， ひいてはコミンテノレ γ

示7白大会における人民戦線戦術の採択と仏ソ協定との関係がそれである。本稿は，これらの間空
を直接J買うものではないが，従来の研究においては，東方ロカノレノ集をめぐるフランスおよびソ棋
の構想，仏ソ交渉の経緯が十分に解明されていなかったため，本稿はこれらの問題を考究する上で

の一つの手がかりを提供するものである。このほか，フランスの対ソ政策決定における国内的要因

は重大な問題であるが，この点に関しては，スコットおよびデュロゼールの前掲の研究が詳しL、0

20)東方ロカルノ束は，最栴的には， ロカ/レノ条約と対をなす地域的集団安全保障体制の創設を指!りす
るものとなった。同案がロカルノ方式の条約構憩となる過程を，フランス構想とソ連構想、を対比さ

せて分析することは，国際連盟時代の地域協定を検討する上で重要であり，かかる観点からの小論

として， t!U楠「東方ロカルノ案の形成 (1933-1934年)一仏ソ同盟条約構想からロカルノ方式の地j域
内句集団安全保障条約榊怨への転換j品種-J(沖田塾大学『国際関係学研究1I4号， 1977年所収)が
ある。本稿においては，フラ νス構想、およびその形成については，適宜，言及するにとどめた。

21)間接点略とは，東欧あるいは東南欧のドイツの隣接国に対する， ドイツによる攻撃を意味する (A.
Wolfers，Britain and France between Two World Wars，New York，1940，pp.21-22)。
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るものであった22)0 1930年代に入り，ナチス=ドイツからの角威が増大し，フランスは軍

縮交渉を通じてドイツの再軍備阻止を図ろうとしたが，軍縮交渉は難航していた問、 1933

年 10月のドイツの軍縮会議および国際連盟からの脱退宣言によって大きな衝撃を受けた

フランスは，東欧諸国との弛緩した同盟体系の再強化に乗り出す。そこで登場した方策が，

対ソ接近であった。

他方，ソ連は， 1920年代に，外交関係を樹立した隣接諸国との間に次々に不侵略中立条

約を締結していた。 1930年代に入り，満州事変の勃発によって日本の対ソ武力攻撃を強く

懸念するようになったソ連は，これに対応するため，西側国境の安全保障強化をめざし，

1932年には一連の不侵略条約を締結した。すなわち，フィンランド (1月 21日調印，不侵

略および紛争の平和的処理条約)，ラトピア (2月5日調印，不侵略および紛争の平和的処

理条約)，エストニア (5月4日調印， 不侵略および紛争の平和的処理条約)，ポーランド

(7月25日調印，不侵略条約)， フランス (11月29日調印， 不侵略条約)との諸条約が

それである制。

22)フラ γス=東欧諸国民nの同盟体系は，以下のようにあらわすことができる(括孤内は締結年・月)。
.• I ベネシュ=スキノレムント協定 I . • . _ I 

一一し主二ランド |一一一一……ーゆ2Ciiy........二二1チェコスロハア三l
|(1921. 2 (1924. 1レー/11(1920.8) 
仁一一一 11 

|ュー ピア___ (1927. 11) I ~ --' /， / t.. 

|I (1921. 6) 

四日) 下|ルーマニア|
フランスの同間体系の桝策と弛緩については，以下の文献を参照した。

Wolfers， 0ρ. cit. 
Cameron， Prologue to Aρρeasement. 
R. Albrecht.Carrie， France， Euroρe and the 1'wo World Wars， Geneve， 1960. 
Nere，。ρ.cit. 
P. S. Wandycz， France and her Eastern Allies， 1919-1925: French-Czechoslovak-
Polish Relations from Paris Peace Conference to Locarno， Minneapolis， 1962. 
横山借『フラ γス政治史』福村出版， 1968年。

惜山信「第一次大戦後におけるフランスの東ヨーロヅパ政策ー(1)・(2)光一J(W国家学会雑誌』
80巻， 1・2号， 1966年 10jJ. 1-21ページ， 3・4号， 1966年 12月， 66-104ベージ所収入

浜口学「ロカルノ協定とフラ γスの安全保障J(東京大学教養学部『社会科学紀要~ 18輯， 1969 
年， 113-144ページ所収)。

石原町「ヴェルサイユ体制とロカルノ体制J(岩波構鹿『世界歴史~ 26，現代3，岩波書応， 1970 
年， 83-99ページ所収)。

23)軍縮会議の経緯については以下が詳しL、。

Nere， 0ρ. cit.， chapter 9: The Disarmament Conference and the Rearming of Germany. 
Furnia， 0ρ. cit.， Part 1: The Last Years of the Versailles System: Vicissitudes of the 
Anglo.French Revisionist Conflict， 1931-1934. 
SIA. 1932， Part III (ji)， The Worlcl Disarmament Conference. 
SIA. 1933， Part II (jii)， The Disarmament Conference. 

24) ソ連の不侵略条約網の構築については，以下を参照した。

外務省条約局liTソ」聯邦諸外国間条約集~， 1938年。
R. M. Slusser and J. F. Triska， A Calendar of Soviet 1'reaties， 1917-1957， Stanford， 

1959. 

HcmopuJl 8HeUtflea nO/lumuICU CCCp， 1， 1917-1945， MocKBa， 1966， 1976. 
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区(岐に医It立をJ主することのなし、フランスとのかかる条約は.すでに成立して
いた不佼附

条約網に純を入れるものであった。そして. 1933年 7月
3日から 5日にかけて，ロンドン

において調印された「佼l略の定義に関する条約 Conventi
onConcerning the Definition of 

Aggression (し、わゆるロ γ ドン議定書 LondonProtocol
)J2;})は， この不侵略条約体系を

lどに強化するものであった。ソ述は， 1933年を通じての
日ソ閃係の緊張263，ヒトラー (A.

Hitler)の政権獲得 (1月:30日)以降の独ソ関係の漸次の
冷却11じめを背景として， この不

侵略条約網を，侵略された場合の相互段以jを約す体系に
転化させる方向にむかうのであ

るO

JI. 初期のソ連構想

l. 初期の仏ソ交渉

19~32 年 11 月 29 日の仏ソ不侵略条約の澗印以降， riij述の国際情勢を背景として，仏ソ拡
:

近の気運が高まってきた。 フランスは， この条約の早
期批准に意欲を見せ， 1933年 2月

15日， 仏ソfUjで批准書が交換された2830 同年 4月から 5月
にかけて両国は武官を交換

し2の.続いてフランスは，駐ソ大使に，親ソ的といわれ
るアルファ γ(C.Alphand) を任

命した問。アルファンは.同年6月 14日， ソピ‘エト最高会議
幹部会議長カリーニン (M.

1'1. KaJIHI-lHH)に信任状を提出した3~
1933年 7月以降，仏ソ政府間の接触は，次第に活殆化し

以下の三つのレベルの交渉が

行なわれた。第一は.仏ソ通商協定締結交渉.第二は，
技術協力をめぐる交渉、第三は，

Scott， 0ρ. cit.， chapter Four; The Franco-Soviet Non-Aggression Pa
ct. 

Budurowycz， op. cit.， chapter 1: The Nonaggression Pact. 

I'j糊宏『東・北欧外交史序説』福村出版， 1970年， 消2革 1ソ述
口ブイソヲ γ ド関係の形成J

(8) 1不可侵条約の成立事情」。

平井友義「岡大戦問のソ連z ルーマニア関係におけるベツサラピ
ア問題 (Wアジア経消JJ15t!i 1 

サ， 1974年1月， 23-37ベージ所収)。

25) I司i議定書は， 1933年7月3日にソ連，アフガニスタ γ，ニιス
トニア，ラトピア，ベノレジア，ボーヲ

γ ド，ルーマニア， トルコの問で 7月4日にソ述，チェコスロ
パキア，ルーマニア， トノレコ，ユ

ーゴスラピアの問で，そして 7月5日にはソ連とリトアニアの問
で調印された O フィ γヲγドは，

7Jl3日調印の八ヵ国1mの条約に翌年 1月31EIに力11入したり 7月
4EIの五ヵ国¥ltj条約は，開放条約

である (Slusser，0ρ. cit.， p. 88，大様車~ 1悦!日í~の定義に i到する条約J ((WI圭1際法外交雑誌』加 33巻 9

丹， 1934年11月， 1-48ページ， 10号， 1934年 12月， 23-58ペ一
三人的 34活2η，1935年2n， 

14-32ページ所収))参!I/.¥)。

2(1) 1933年の極東情勢をめぐるソ辿外交については，以下を参!町せ
より

、lワ l二 li.義「ソ述の~}j lí'J (1926-1933年)J (W 太平作戦争への道，~ ll， ';0¥ ¥1 Wdl\1社 19G~{¥，-， 289-

:340ページ所l以))参!Kn。
'jl.jlニ主義「ソ込r・のifi}jI，"J (19:3;~-19~m イド)J (Ii'木、V.1)': ii¥)G !ftへの道JJlV， ';iJl日析Il¥HL 1963年， 259司

i360ベージ所収入

Beloff， 0ρ. cit. 

lìíiぬ HI\ ~~':j 1米ソ [lsl 立制~)'!:に i叫するー巧針 J.. 

27) 1~)33 {ドの現ltソ関係については，以下が，i干しレ J

平井友義 11933{f.~~ソ関係の一考察J (W法学志村、JJ56 @ 3~;' ， 1959 {F-i n， lU-i77ページrJi
JIJl.) 0 

;川)Scott，。ρ.cit.， pp. 10，1-105， 1tlい114，Mourin， 0ρ. cit.， pp. \
82-18:~. 

29) Sωtt， 0ρ. cit.， p. l(Ki， Mourin，。ρ.cit.， p. 1HO. 

:30) Scott，。ρ cit.，pp. 106-107， Mourin， ot. cit.， p. 180. 

31) DB刀.XVl， M 177. 
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東方ロカノレノ案をめぐるソ連外交

仏ソ相互J友助条約に関する交渉である O 通尚協定については， すでに 1931:.:r':から検討さ

れていたが，フランス政府保証のクレジットを要求するソ述の主張と，クレジットの前提

として帝政時代の負債問題の解決を迫るフランスが対立していた3:1)0 1933年 7月以降，交

渉に進展の兆しが見え始め， 翌年1月 11日， 期限 1カ年の仏ソ問定通商協定33)が調印さ

れた。仏ソ両国は，同協定締結による経済関係の拡大を目的としたのではなく，仏ソ接近

を象徴するその政治的意義を評価していたのであった制。

技術協力交渉は，空相コッ卜 (P.Cot) の訪ソ (19:均年9月 13日'"'"，22日)を契機とし

て活発に行なわれるようになった。この問題は，相互J変則条約に限lすh る交渉と連関してい

るので，仏ソ交渉の経緯の叙述において，言及することとする O

国際政治場拠Hにおける仏ソ提併の動きは， 1933年 7月から始まった。 7月6日， ロンド

ン世界経済会議に出席したリトピノフは，ダラディ.::r.(E. Daladier) 首相およびポーノレヱ

ポンクール(J.Paul.Boncour)外相と会談しロンドン議定書へのフランスの加入およびび
、

「川i↑)肯I守報交換に関する品和糾紳rt中|ドl吐土協定 s)爪I(e叩HT叩r口M‘ソ刀J刀Ih附》込巾叫h恥M伺伽f悶附a針叩HCαKωO閃eC∞Or‘J凋J
締結を提議した3針百吟〉弘o 7月カか込ら 10月初旬にカか、けけ-て， ソ連側は， 駐仏大使ドプガレブスキー

(8. C. lloBraJIeBCKHii) あるいはフランスの駐ソ大(，~アルファンを通じてこの提議を伝え

ていた8630 フランス側は， ロンドン議定書の加入については，対英関係を考慮すると時期

尚早であるとして，否定的な回答を明らかにしていた向。情報交換に関する紳士協定につ

いては，フランス外務省は.7月 19日付の政策方針覚書38)において，以下の観測を示して

いる O この覚書によれば，フランスはソ連の示した信頼に満足するが，独ソ間の同種の協

定との関係.フランスがすでに締結した条約との関係311) あるいは仏ソ協定に対するイギ

リスの懸念などを考慮し， ソ連の提議には応じられないとの見解を持っていた4030

8月末から 9月にかけてのエリオ(E.Herriot，元首相， 下院外交委員長， 念、進社会党党

首)およびコット空相の訪ソの際にも， 仏ソ提携が話題となった。エリオは 1933年8月

26日から 9月9日にかけて， 私人の資格で訪ソし， ソ連南部の共同農場， 水力発電所，

工場などを視察し，モスクワでは， リトピノフ，モロトフ (8.M. MOJIOTOB) 人民委員会

議議長， トハチェアスキー (M.H. Tyxa1.JeBCI倒的陸・海軍人民委員代理ら. ソ連の要人

32) Scott， 0ρ. cit.， pp. 11-13. 
33)この協定においてソ連は， 12ヵ月川に総百l2 t志~5，000万フラン以上をフランスから口付けることを

取決めた。同協定の仏語正文は， WiソJ聯3・11諸外国間条約!.fU551-574ページ参!問。 1933年夏以降
の通商協定締結をめぐる仏ソ交渉については，DDF. 1-IV， nOS 63， 136， 1-V， nOS 183， 213， 311， 

llBfl. XVI， N2 332， 337， Scott， op. cit.， pp. 147-148を割問。
34) リトピノフは， 1933年12月5日付の， ソ述調i共産党(ポ)中央委員会宛の書簡において，フラン

ス側が多額の取引よりもその政治的刻1)*を考慮しているとし，仏ソ通j(H協定締結の政治的意義な説

|リJL，協定の早期締結を具申した (llBfl.XVI，地 429)。
同協定の評価については，スコットの前J昌吉-を参1%せよ (Scott，。ρ.cit.， p. 148)0 

35) f{B刀.XVI， N2 222. 
36) Ta.At: :JIce， npHM. N2 171， N2 297， 3()~). 
37) TaJ，t: :JICe， N!l 222， npHM. N2 171， 
38) DDF. 1-IV， nO 20. 
39) ポーランドおよび小協j{jj諸国との相 ]I(~I咋条約， 1932年のローザ γヌ条約 aじじordde con[mnce 
equropeen de Lausanne c1e 1932，四国協定，集団的な諸協定 (DDF.トIV，nO 20)。

40) DDF. 1-IV， nO 20. 
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と会談した41)。アノレフ γ ンによれば，モスクワ市ソピコニトによって催された夜会で、は，初

めて，仏ソ同盟問題が控えめにではあるが公然と語られた4九リトピノフと Z リオの会談

において， リトピノフは再び，フランスのロ γ ドン議定書への加入およひqW報交換に関す
る紳士協定の締結を求めた4330エリオは帰国後， ソ連の噌大しつつある工業力，軍事力を

賞賛し，フランスがこれを利用するよう世論に訴え443，仏ソ捉挽を強く支持した的。

エリオに続いて，空相コットは，外務省および陸軍省の承認を何て，現役の閣僚として

は初めて，ソ連を公式に訪問し，赤軍および航空使節を見学した。彼は，ソ連の航空技術

の予想以上の進歩に驚嘆し，航空技術方面での仏ソ協力の意向を回めた4630 コットは，仏

ソ間の安全保障協定の可能性を多数のソ連の指導者と確認した利。コットは帰国後， ソ述

側が仏ソ技術協力を申し入れたとして， ドイツに対抗するための技術協力の実現を政府に

強く働きかけた4830

1933年7月から 10月初旬にかけての外交ノレートを通じての仏ソ交渉は， 'I'，Jf報交換に関

する紳士協定の締結およびロンドン議定書へのフランスの加入を提議するソ連のイニシア

チプにフランスが対応する形をとり，フランス側の反応は極めて消極的なものであった。

仏ソIHJの技術協力に関する交渉は，これと平行して，進められていた4930

41)エリオの訪ソに附しては，以下を参!I!!tLた。 DDF.1-1V， nOS 195， 204， 251， 252， IlBll. XVI， N!! 
291， 297， npHM. N!! 148， 1933年9月23日発，大凶大使から広田外務大!日向， 公立.~ 254 i';!' rrエリ
オ』ノ『ソヴイエト』聯邦来初J，日本外務省外交史料館資料， A. 2. 2. O. FJR1 (仏・蘇外交関係割r~

纂((仏国政府ノ共産主義軍伝防止関係ヲ合ム)) )。

4~) 9月12日付のアルファンの外相宛報告。 DDF.l-IV， nO 204. 
4:3) 9 fl 19日付リトピノフ発ローゼンベルグ (M.l1. P03eH6epr) ソ辿・駐仏 1:~l;flJ 代 m! 大使列者間，

JIBn. XVI， N!! 291. 
44) Scott， 0ρ. cit.， pp. 118-119. 
45) DBFP. 2-VI， No. 455. 1935年1月の ForeignAjfairs誌に蝿載された， A. Geraucl，“France， 
Russia， and the Pact of Mutual Assistance，"によれば， カリーニン， リトピノフらがエリオに

仏ソ同胞を支持するよう JIとめた(A.Geraud，“France， Russia， and the Pact of Mutual Assis-

tance，" Foreign Affairs， XllI， No. 2 ((Jan.， 1935))， p. 227)。
46) コットの訪ソについては，以下を参照した。 DDF.1-IV， n08 249， 251， 252， 308， JlBn. XVI， N!! 
292， 297， npHM.地 218，Scott，。ρ.cit.， pp. 119-121. 
47) DDF. 1-IV， nO 249. 
48) コットが帰国後，訪ソについてまとめた覚書(外相宛 10月 14日付)によれば，彼は，第一に扶

術協力交渉，第二に軍事使節団の交検，第三に紛争時の工業援助契約の検討，節四に相互援助条約

の検討を実施することをJえ申し，技術レベノレから政治レベルの協力に移行することをめざ Lた
(DDF. 1-IV， nO 308， annexe)。
49)仏ソIWでは， 10月から 11月にかけて，航空面および獅箪における協力を， 使節の交・換という形で
行なうことが検討され， 1933年末から 1934年始めにかけて，晦軍使節が交換された。 ソ連はこと

に，海軍建設のための技術協力を希望していた (DDF.1-IV， nO 156， annexe， nu8 228， 251， 308， 
339， 354， 397， 412， l-V， n08 5， 14， 28， 43， 160， nO 14， note 4， JIB刀.XVI， N!! 291， 297， 332， 
337， 347， 357， 358， npHM.地 272，CTp. 618. CM. JIBn. XVI， N2 437， 440， npHM. N!! 317)。
独ソ草事協力の中止と L、う事態、を迎えたソ連は，フランスとの技術協力を期待し，フランスも，

コヅトの報告 (DDF.1-IV， nO 308， annexe) などにより， ソ連の工業力および軍事力を肯定的に
評価し， ソ連をポーラ γ ドへの物資の供給源および供給/レートとすることを考癒していた。しかし，

フランス軍最高司令部の対独戦略構想、において， ソ連からドイツへの原料および物資の供給を断ち

切るという観点で対ソ提携が考えられ， しかも，フランス軍への共産主義の侵透が恐れられていた

以上，フラ γスが対ソ軍事協力に積極的に乗り出すことはなく (DBFP.2-VI，No. 48， EnclosureI， 
M. Gamelin， Servir， tome 1I， Paris， 1946， pp. 130-133， Scott，。ρ.cit.， pp. 138-140， 196-197， 
平井 r1935年・仏ソ同盟条約の成立をめぐる一考察J16ページ)， 技術協力にも限界があった。
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仏ソ交渉の転機となったのは， 10月14日のド‘イツのJili盟および事縮会議からの脱退広

言である O ジュネーヴの軍縮会議からの帰国後，ポール=ボンクール外相は， レジェ (A.

Saint-Leger Leger)事務総長 secretairegeneralおよびパルジュトン (Bargeton) 政治局

長と協議し従来の東欧諸国との同盟を新たな同盟によって補完すること，すなわち，ソ

連との聞に，フランスとポーランドとの条約に類似した，可能ならばそれに組み込まれた

相互援助条約を締結することを検討した問。ポーノレ z ポンクールの対ソ接近の主限は，仏

ソ相互援助条約によって.ポーランドおよびルーマニアの背面を保障して，これら同盟諸

国とフランスの共同行動を容易にすることにあった51)0

10月20日のドプガレフスキーとポールココポ γクーノレの会談において， 外相は， ドイツ

の'/"1守勢に変化がなければ，仏ソ〔不侵略〕条約やロンドン議定書を相互ほ助条約によって

補完する問題が生じると述べた5230

10月:n日，米ソ国交樹立交渉のため，ワシ γ トンにむかう途上， パリに立ち寄ったリ
トピノフは，ポール=ポンクールと会談した。ソ述の外交史料によれば，外相は， ドイツ

の再軍備および戦争準備に対し，仏ソが共同して対抗措置をとることが重要であるとし

数度.仏ソ不侵略条約を補完する相互援助に言及した。両者は，仏ソ問の提隣の方法につ

いて検討する旨，約した問、すでにフランスは，インドシナにおける海軍力の弱体によ

り，対日関係にかかわる約定をソ連とは締結しない旨，明らかにしていたので5') リトピ

ノフは，西洋のみならず東洋をも考慮しなければならないとするソ連の立場を説明し，理

解を求めた5530

ポール=ポンクールの回顧録および議会における証言などによれば，同日の会談でリト

ピノフは，仏ソ二国聞の相互援助条約を希望していたが，外相は，仏ソ協定はヨーロッパ

のみに限定されたものでなければならず，フランスと東欧諸国間の条約に連関することが

望ましく，かつ，ソ連が連盟に加盟することが，仏ソ協定の前提条件となることを示し

た5630交渉の初期において，ソ連側は.フランスの提議には慎重な対応を見せながらも，

ドイツおよび日本からの脅威を懸念して，極東の紛争にも適用しうる，排他的な仏ソ同盟

を指向していたのであるmo

11月四日，外相は， ドブガレフスキーに. ドイツの連盟および軍縮会議からの脱退に

より，同会議は絶望的な状況に陥り，イギリスとイタリアは，フランスに対独譲歩の圧力

をかけていると述べた。ポーノレ=ボンクールは，かかる難局の打開は， ソ連の連盟加盟に

1934年に入ってからも技術協力交渉は続けられていたが， 臨1皆な成以;はみられなかった C.aBfl.
XVII， N2 68， npHM. N2 69， 70， DDF. 1-V， n05 305， 420， 421)。
50) {Les evenements)， p. 793， J. Paul.Boncour， Entre deux guerres， tome II， Paris， 1945， 

pp. 361-362. 
51) {Les evenements)， p. 793， Paul.Boncour，。ρ.cit.， pp. 36ト362.
52) .aBfl. XVI， N2 322， {6opboa CCCP)， N2 6， CTp. 151. 
53) .aBfl. XVI， N2 332， 337， {6opboa CCCP)， N2 6， CTp. 151. V. DDF. l-IV， n" 375， note 1. 
54) .aBfl. XVI， N2 325， 10月25日付， ローゼンベルグ発外務人民委員部宛報告。
55) Ta.M JlCe， N2 332. 
56) Paul. Boncour，。ρ.cit.， pp. 362-365， {Les evenements)， pp. 793-794， Scott， ot. cit.， pp. 135申
137. (スコットは，ポール z ボンクールへのイ γタピェーを行なってこの会談を構成している)。
57) V. DDF. 1-VI， n05 100， 363， 442， 457. See DBFP. 2--VI， Nos. 455， 465， 472， 487. 
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よって可能であるとしたが， ドプガレフスキー大山は， i!ji悶加盟には否定的な回答:を与え

た三 3日後の両者の会談におして 外相は ド加アスキーに以下のように述べたo

「自分け ドイツとの直接交渉や対独譲歩には反対であるが，英 伊はフラ γスがドてツ

の軍vl戸承認しこれを交渉の出発点として認めるよう.圧力をかけマており，フラず
国内にもドイツとの合意を求める勢力がある O これを阻止するためLは確固たる外交政策

が必要で‘あり，イムソ相互援助条約が独仏了解に対する陣壁であるo この問題は急迫してお

り，一刻の州予もない。JH)) (大意)

日 J 一、:こ/クーノレの度重なる申し入れに対し，ソ辿側は検討を始めたo 11月初日，

二三ンムー (H.H 伽 THHCKHi'!)外務人民委員代理は， ド・ブガレアスキー大肌，

-M1ーに際しては留同件があるが，協議に同意し相互援助条約についてもポ一?
ボンク一ルとのムM刊を始めるよう州州司訓訓11令した6%大{使史は'翌日，外相にこの旨，伝えた61)九

}、
o 

12 J1 5日のド.3コ37lムガ網レフスキ一と，ポf一り/
述盟馴力u盟が相互援助条約締結交渉を容易にする6仙3め〉と説明した。これに対してドブガレブ九

キーは，ソ連は，連盟加盟と相互援助条約を別個の問題として検討しているとしそれぞ

れについてのプランスからの具体的な提案を待っていることを伝えた6430

12月7日付および 11日付のリトピノフとの会談についてのアルファンの報告によれ

ば， リトピノフは，連盟加盟国内のソ連未承認国の存存占在，仲裁裁判および「武力制裁Jな

どを迎E悶昼加盟の!際際のl陣埠壁として挙げた6ωBめ3
ドブ、ガレフスキ一大f使吏は， 本国から召還されていた吋， 帰国前の同月 12日にポ一二

一ポンクールと会談し十 外相は，ソ連側が，連盟加盟と相互援助条約の提議を同時に又

諾するよう主張したィ:2月15日付の外相発アルファ γ宛の訓令は，この会談の内容お

よび，ソ連の連盟加盟と相互援助条約に対する彼自身の考えを伝えているo前者につい

?ーノレz ボンクーノレは， ソ連側が連盟加盟の際の障害として指摘している諸点は，必U決定的なものではなし解決可能であると Lt.:::.68) 0 後者について 外相は，ライン
58) 11Bfl. XVI，陥 390，(5opb6a CCCP)， N2 6， CTp. 151-152. 
59)ZBI1.XVI，Nb390，《Bopb6aCCCP》，地 6，CTp・15臼2.

:: ; ?京狩f;♂;j;沿守品g;会説拡叩出;3忘紅詰訟;j三£込?:む主:;;;i，主忠出出此tぜ也叫叫此!位忠批払U:江止払山:こLニ;λニOJ川:
:2::; 2グBfι5:出臼:r!らJう;β1うj二ス外二務務省政策方加捌針叶I十，
主誌Ltむ;7:、注Lk;?元LZ古きt駐:?官f:て台:;kこ;るカが:fソ連の連脚悶加臨凱iにより， フラゾスの対ソ酬
の範聞が拡大されることが明らかにされている (DDF・トV，n

O 

84)。

64) 11Bfl. XVI， N2 413. V. DDF. 1-V， nO 8伺8.

:忠;:;f択て三U.ケ7ゴ:χ;二r:ごo:吟?乃3;;β7寸t:メとごJぷf巴15臼にモ…ス幻ク吋I川d品九岩泊1当iするようわ， 司訓|肌てLい、た (仰D日即DP刀Fυ4
nO 105. CM. 11Bn. XVI， npHM. N2 310)。

:321ffZ122ffrニコ盟国内のソ連未承認闘の{}{t::については，ソj患の述則11出がおl
ソ承認の気運を促進するとし，仲裁裁判については，連盟加悶閣は，仲裁裁判，司法的解決，連盟

理事会への付託のうちのいずれかを選択できるとしている。

、.，，QU
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協定 RhinePact， pacte rhenan との抵触の問題があることから，フランスと非連盟加盟

国ソ連との聞の相互段助条約実現は極めて悶難であるが，ソ連とその隣接国であるポーラ

ンドおよび小協商諸国との相互援則条約は，ロ γ ドγ議定書を確認する意、味においても，

追求すべきであり，相互援助の方法としては，紛争時にも機能することが可能な，工業援

助条約体系 systeme cl'accorcls cl'assistance industrielle が望ましいとする考えを持って

いた附。

モスクワに召還されていたドブガレフスキー大使は，帰任後の 12月初日，地域的相互

防衛協定調印とソ連の連盟加盟に関する提議をポーノレ口ボンクーノレ外相に伝えた。まず，

地域協定については，以下を提案した。

1) ソ連は，条件付で連盟に加盟することに同意し，連盟の H~ 内で， ド・イツからの侵略

に対する相互防衛に関する地域協定を締結することに異議はない。

2) ソ連は，ベルギー，フランス，チェコスロパキア，ポーラ γ ド， リトアニア，ラト

ピア，エストニア，フィ γランド，あるいは，フラ Yスとポーラ γ ドが参加するという条

件で.これらのうちの数カ国が参加する協定への加入に同意する O

~~) 相互防衛協定の義務の明確化についての詳細な交渉は， その発起人H1lHLU-IaTOpた

るフラ γスの協定草案提示をもって開始される。

4) 相互防衛協定の下における義務の如何にかかわらず，同協定には規定されていない

軍事攻撃の場合にも，締約国は互いに，外交上，道義上，そして可能な限り物的援助 Ma-

TepHaJIbHa冗IlOMOUJ.bを与え，自国の新聞雑誌にしかるべき影響を及ぼすことを約す?の。

ドブガレフスキー大使は 連盟加盟の際の留保条件として，以下の諸点を提示した。

1) ソ連は，第三国による強制的な藩理が予測される連盟規約 12条および 13条に異議、

な持っているが，連盟加盟に際し，仲裁裁判はソ連の連盟加盟後に発生する紛争のみに義

務的であるという留保を付けることが許されるならば.フラ γスからの提議を受，¥f.iして.

この異議を却下する。

2) 連盟規約 12条 1項後段は， 戦争を国際紛争解決の手段として認めているので，こ

れをf!jIJ除しこの条項をケロッグコプリア γ条約と一致させるo

3) 連盟規約 22条の委任統治の規定を削除し現行の委任統治の廃止を主張する。

4) 連盟規約 23条に， 人種および民族の平等を全連盟加盟国の義務とする一節を挿入

する O

5) ソ連と全連盟加盟国間の正常な関係の回復および相互の承認を要求し，最悪の場合

に備えて，全連盟加盟国聞の正常な外交関係回復に関する条項を連盟規約に挿入するこ

と，あるいは連盟総会がこれを決議することを主張する 71)0 (以上，大意)

69) Ibid. 11月 18日付 (DDF.1-V， nO 28)および 12月 13日付 (DDF.1-V， nO 120)のフランス外
務省政策ブj針党書J・は，フランスヵ"ポーランドをも含めた工業接Jl)J協定 accorcld'assistance in-
dustrielleを険討していたことを明らかにしている。この協定は，参加問の経済関係の拡大， トラ

γ ジットに使'li: を l~1 ること，天然質問および工業製品の利mに関する契約を紛紡することを\J n~J と

していた。

70) J!Bfl. XVI， npuM.地 321，(Bopboa CCCP)， N2 6， CTp. 152-153. 
71) J!B刀.XVI， npuM・N23:>' 1， {Bopb6a CCCP}， M G， C叩・ 15:J.
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このソ連提案に対し，ポール=ボンクーノレは，以下の見解を明らかにした。外相は，フ

ランスの草案提出に同意し，参加国については，ベルギーの加入を懸念したが，バルト諸

国を含めることを歓迎し，最も重要な参加国は，ソ連，ポーランド，フランス，チェコス

ロパキアであるとした。彼は，地域協定に規定されない紛争に援助を与えることに難色を

示し，ことに物的接助に反対した。連盟加盟の際のソ連の留保条件については，連盟規約

の修正が非常に困難であることを指摘した7230

1934年1月4日付のフランス外務省覚書によれば， 引:仏・ソ連大使ドブガレフスキー

は.外相の要請により， レジェ事務総長に，ソ連の連盟加盟およびヨーロッパに限定され

た地域的相互援助条約に参加する可能性についての前述のソ連政府の決定を詳細に伝え

た。大使は，ポール=ポンクーノレが， フラ γス， ソ連，ポーランドおよびチェコスロパキ

アを含む協定を考躍していたとして，これを説明に援用した73)。レジェは， ヨーロッパ地

域以外の紛争についても援助を求めるソ連提案に対し援助の拡大適用が，フランスがア

ジアに領有している港的に刻する日本側からの侵略の口突となるという懸念、を表明し.否

定的な態度を示した問。

フランス外務省は，このソ連提案を詳細に検討していた75)が， 1月初日付のドブガレフ

スキーの報告は， この問題に関する仏ソ交渉が行なわれていないことを示している問。 1

月27日には，フラ γス内政の動揺により，第二次ショータン (C.Cautemps)内閣が倒れ，

ポール=ポンクールが辞任した。翌日，ポール=コボンクールは， ドプガレフスキーに，ど

のような内閣においても，仏ソ関係の本質は不変であることを保障するが，その方法には

72) llBn. XVI， M 444， {Bopboa CCCP}，地 s，CTp. 153. 
73) DDF. 1-V， nO 193. 
74) llBn. XVII， npHM.地 35. ポール=ボンクールも，対日関係を考胤して極東における紛争への援
似jの拡大過JlJに反刈しており (CM.jJB刀.XVII， M 36)，すでに前年の 12月21日，着任挨拶に訪
れた日本の駐仏大使佐藤尚武に，仏ソ間の関係改普は，対独関係上の勢力均衡を目的とするもので

あり，欧州問題に限定され，懐東における日本の立場に何ら影悼を及ぼさないことを強調している

(1933年 12月23日発， 佐藤大使から広田外務大L;(宛， 第609号， 日本外務省外交史料館資料，

A. 2. 2. O. F/Rl. V. Paul-Boncour， 0ρ. cit.， pp. 368-369)。
75) 1月 26日付のフランス外務省政策方針覚書 (DDF.1-V， nO 277)は， ソ連提案に対するフラ γス

~lIJ の見解を記している。

ソ連の連盟加盟の間保条件については， ①ソ連は， 仲裁裁判および司法的解決の原則に異識を

11日えておらず，連盟加盟以前の問題を付託しない旨の保証を求めており， この保証は宜曹の形式を

とることが適当である，@規約 12条 1項ならびに 22条については， ソ連側の解釈に問題がある，

(i)悶内制度の保護および人舗の平等に関する条項を規約に押入することは， アメリカおよびイギ

リスの自治領などからの大きな懸念を招く， ①ソ連と全述盟加日日間InJの外交関係を樹立する旨の
仙台は，不可能と思われるが，ソ連の連盟加盟が対ソ承認を容易にする， とした。

地域的援助条約については，ライン協定により，フランスの凶jをの刈ソ掠助が!材難であることを

草ねて表明していたにもかかわらず， ソ述側が，ポール=ボンクーノレ外相がフランスを含む相互援

ωj条約を考慮していたことを指摘したのは，誤認に基づくものであるとし，フランスは，地域的相
互J差別条約を極東に拡大適用することに反対であり，仏ソ間で協議条約を締結し，経済的な提出を
はかり，ポーランド，小協商諸国とソ述との相互版刷条約締結を促進させる桝却をJ守っていた。
なお， ソ)illの述盟))111!日問題については， ソ述の国際連問政策の中に{立阻づけて検討する必要があ

り，lJiJ ~';:j として論じることが迎当と思われるので，本有:jにおし、ては詳細な考察は行なわな L 、。

76) .OBn. XVII，れjQ2G. 
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変化があるかもしれないと述べ，ソ連提案については，目下，検討中であり，数日後にレ

ジェが外務省の見解を伝えるであろうとした77)。 これ以後. 交渉は中断され， その再開

は，約三カ月の後になるo

2. 初期のソ連構想、

ソ連は， 1933年夏以降，プランスに仏ソ同盟を提議していたといわれるが，これを正式

の外交交渉のルートに乗せたのは，ポール口ポンクールであった。前述のように， ソ連は

この交渉において，極めて慎重な態度をとり，フランスの具体的な提案を待っていた。フ

ランスが，ソ連の連盟加盟を相互援助条約締結の前提条件として提出していたのに対し，

ソ連はこれらを別個の問題として検討することを主張し，相互援助については，極東にお

ける紛争にまで適用することを強く要請していた。

ソ連は，ポール=ボンクールの提議を受けてこの問題の検討を進め， 1933年 12月 28日

には，フランスに，具体的な提業を提示するに歪った。 1960年代以降のソ連の諸研究は，

この捉議を，集団安全保障体制を創設するものとして評価しているO この 12月の提案は，

仏ソ提脱の方策についてのソ連側の構想を端的に示しており，それ以後の原案に大きな影

響を与えたと考えられるので，以下，このソ連提案:を中心として.初期のソ連構想を検討

する。

ソ連の外交史料78)および諸研究7のから得た情報を総合して，この提案がソ連において決

定された経緯を再構成すると，次のようになるo ソ連邦共産党(ボ)中央委員会は， ドイ

ツからの脅威の増大とし、う状況下において， [""集団安全保障構想j80)を検討し， 12月 12日，

「平和の強化および侵略の阻止を目的とする，ヨーロッパにおける，効果的な安全保障体制

の創設をめざすlø~いの展開に関する歴史的決議j81) を採択した。その決議に基づいて外務

人民委員部は， [""ヨーロッパの集団安全保障体制創設j82)に関する草案:を作成した。連盟加

盟について外務人民委員部は，ロカルノ条約と仏ソ相互援助条約の低触の問題を検討し，

相互援助条約締結のためには，ソ連の連盟加盟が望ましいとし前述の連盟加盟の|探の留

77) TaM :JICe， N2 36. 
78) J( Bn. XVI， npHM・地 321，(BOpb6a CCCP)， N2 6. CTp. 152-153. 
79) HcmopuR Bmopoit Mupo8oit BoLIflbt， 1939-1945， TOM 1， CTp. 283-284. 

HcmopUR 8flelUfleLI nO/lumulCU CCCP. 1， 1917-1945. 1976， CTp. 308-309. 
80) HcmopuR BmopoLI MUp080LI BOllflbt， 1939-1945， TOM 1， CTp. 283. 
81) HcmopaR 8flewfleLI nO/lumUlClt CCCp， 1， 1917-1945， 1976， CTp. 308. 

この1=11火委員会の決議に関する党史の叙述は医によって異なる。第一版および第二 j抵の叙述

は，ほぽ同様で，以下にこれを引川する o f1933年 12月に， 党中火委員会は， ソjilliJ;同際述l!日に
JJII入十乙む1l!~在ょんら，またヨーロヅパの多数の|到家守参加させて，侵略に刈する J也 j域的相互|りl 術
協定を締結する可能性があるということを予5ょした決定を採択した。J(f)j ;!i、引J[j ~Ki ， HCmOpltR 
KOMMyflltCmU'leclCoLI刀apmuaC08emCICOZO COlo3a， 1 H3，lJ..， MocKBa. 1959， CTp. 453， 2 H3，lJ..， 
1962， CTp. 474)。泊三版および第四阪の叙述は同一で，以下のとおりである。rI933年 12月，党ι11

;，lと委員会は， ソ辿が国際辿胞に力11入してもよいとiLgb?'・また'・侵111持に対する相互|切符iについての多
数のヨーロツパの国家の加わる協定を締結してもよいと龍、めた。J(傍点引用者， 3 H3，lJ..， 1969， CTp. 
427， 4 H3ぇ.， 1971， CTp. 427)。
HcmopUR KOM~}tyflllcmutteClCol'í 刀αpmUll C08emc1Cozo Co幻3a(B 6 TOMax)によjしば，l!t

l 

l中}ド】火2委2民会カが;， Iフランスの提案」を検ふlしたのは， 12月初日である (Talrr;JlCe， TOM IV， KHHra 
BTopa冗， CTp. 28-29)。

tt>.) HCtnoPllR f/flelllfteii 110.lllttnUIClt CCCp， 1， 1917-1945， 197ti， CTp. 308. 
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保条件を挙げた。 12月 19日，党中央委員会政治局は，外務人民委員部の提議を認可し，

同月 28日， ソ迎の!抗仏大使ドプガレフスキーがこれをフランスに提示したのであるo

地域的相互防衛協定において，ソ連が予定した参加国の中で校目すべきは，フランスと

パノレト三国およびフィンランドである。バルト諸国の参加をソ連が提議した背景として，

ソ辿が同地域を足場とするドイツの対ソ侵略を懸念していたことを指摘できょう。フラン

スについては，同国が，ライン協定により，直接，ソ連を援助することが困難であるとの

立場を表明していた8めにもかかわらず，フランスをも含めたことは，フランスの対ソ援助

獲仰を第一目的とするソ連側の姿勢を示すものであろう。参加を予定されていない国々に

ついて， ドブガレフスキーは，次のように説明している。オーストリアとデンマークは，

侵略に際し，援助を供与できない立場にあり，ルーマニアとユーゴスラピアについては，

この協定が対象とする地域以外の紛争8内こかかわっているので除外する8530

ソ連が提案した地域協定は， ドイツからの侵略の脅威に対し，締約国が集団的な防衛を

約す，防禦的性格の地域協定である。集団安全保障を，対立関係にある国家をもすべて包

合し相支不佼略および相互援助を約す安全保障方式とするならば，この地域協定が仮想

敵悶ドイツを組定している以上，集団安全保昨とは言い難し、附。参加悶からみれば，この

よ也域協定が対独包囲網を形成することは，明白であるO しかも. ソ連が， ~延東における紛

争の場合にも援助を拡大適用することを意図していた点を考慮すれば，このソ連構;tEtは.

対抗同盟的性格を持つといえよう。

それまで，隣接諸国を中心とする不侵略条約によって安全保障の確保をはかつてきたソ

連が，上記のような，広範な地域協定を構想し連盟加盟を決定したことは，ソ連外交の

転換を意味し， 1933年 12月 12日の党中央委員会の決議に基づく 12月28日のソ連提案

は，この明証である O 地域協定の締結は， ソ連が資本主義諸国と「同盟関係Jに入ること

を示しており，ソ述がこのような積極的な外交政策り乗り LU した原 r~lは，国際情勢の忠化，

すなわち，日本およびドイツからの侵略の脅威が噌大しつつあるというソ連側の認識であ

っfニO

83) DDF. 1-V， nO 277. 
84)ユーゴ=イタリア間，ルーマニア早ハ γガリーt141の紛争を指す。 DDF.1-V， nO 193. 

85) Ibid. 
86) ソ避における集団安全保障の概念規定は，仮想敵国の想定を含むものではない(たとえば，以下を

参照せよ。 lIun/lO.Mamulf，ec1CuilC/lOoapb， 2 H3JI.. H 3 H3JI..， BO/lbUlafl C08emC1Cafl aHl~a1C/lo. 

nealtfl， 2 H3江.H 3 H3JI..)。
なお，ヴォロンツオフ，カプスチ γは，前掲諭支「アジア集団安全保障Jにおいて， 12 月の党 ~Il

火委の決議について，次のように述べている。「局地条約は， 右の決議によれば， 他の諸・国の包011

と孤立をあらかじめ日的とした排他的ブロックとは考えられてレなかった。集団安保についての同

地協定の意味は，それがまず第一に，ある地耳目的地域の全国家に例外なく調印の可能性が与えられ
なければならず，第二には政!壊された場合にはどの加盟国にも積極的なJ差別を同等に保障し，侵111持
者に対して平和の維持に関心をもっ諸国家の統一戦線を対抗させなければならないことにあった。J
(ヴオロンツオフ，カプスチン，前掲論文， 52-53ベージ， 同様の見解は，Hcmopafl 8fleUlfteil 

nO/lUmU1CU CCCp， 1， 1917-1945. MocKBa. 1966， CTp. 279においても示されている。)
ドイツを除外したソ連構想は，この説明と矛盾するものである。ソ連における地域協定について
は.J. F. Triska and R. M. Slusser， The Theory， Laωαnd Policy 01 Soviet Treaties， 
Stanfonl， 1962， chapter 16: Political Treaties， 1: Treaties of Alliance， Treaties of Mutual 

八lliance，allll Regional TrentiE's.ことに 210-241ページ合参!l.0，せ.J:υ
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1933年末から翌年にかけてのソ連の指導者の報告演説は， この政策転換を暗法してい

る。カーノレ・ラデック (KaλpPa且eK)は， 1933年 12月 16日付の『イズベスチヤ H30ec-

Imlfl~ 紙に発表した論説の中で， r帝国主義諸国Jによる対ソ攻撃の危険がある場合，当該
攻曜国に対する抗争を遂行する「帝国主義諸国Jとの協定の可能性を否定しなかった8730

同月 25日. スターリ γ(H.B. CTaJU，m) は， wニューヨーク・タイムズ NewYork 

Tirnes~ 紙記者デュランティ (Duranty) との会見で， ソ連の連盟に対する，従来の否定的

な態度の転換を示唆する発言をなした88)0 12月28日のそロトフの中央執行委員会におけ

る報告自のおよび29日のリトピノフの報告9のにおいても， 間際平和維持のために連盟の果

たす役割が消極的にではあるが認められている。リトピノフの報告においては，不侵略条

約調印後に，急速に仏ソ関係の進展があったことが表明されている9lh

1934年 1月26日，スターリ γは，ソ連邦共産党(ボ)中央委員会の活動に関す第 17同

党大会への報告演説の中で， rソ述JI)の平和政策の成功を反映している事実の中から疑い
もなく重要な意義を持つ二つの事実Jとして，第一に，ソ連とポーランドおよびソ連とフ

ランスの関係改，:(~に言及した。九このスターリンの報告演説について， 111極潔氏は， rも
つばらソグェト・ロシアの利益という観点から資本主義世界の 'h~j'勢を論じ，いくつかの点

で，各国におけるプロレタリア革命の実現を直接目標-とするコミンテノレン執行委員会第 13

回総会のテーゼとは異る評価を与えたものであったJ附(傍点は引用者による)と，指摘さ

れている。本稿で検討した， ソ連外交の展開およびそれを象徴する， 1933年 12月の党中

央委員会決議がスターリンの報告演説の背景にあり，これを考慮すると，間決議に明示さ

れたソ連外交における安全保障の優位性は，山極氏の指摘と一致するものと思われる。

1933年 12月の党中央委員会の決議は， ソ連外交史上の一時代を画するものであり，同

月28日のソ連提案は， ポーノレ=ボンクール構想の延長線上にあるものではあるが94) 最

初に舵出された具体的な捉本としての;意義を有し，その後の交渉の基盤となったのーであ

111. 仏ソ交渉の停滞とソ速の対応

ポール=ポンクール外相のイニシアチブによって推進されていた仏ソ交渉は，第二次シ

87) Kar 1 Radek，“The Bases of Soviet Foreign Pol.icy，" Foreign Ajfairs， Vol. XII， No. 2 
(Jan.， 1934)， p. 205. ラデックの論説は，同誌に転載された。
88) JJB刀.XVI， N2 438， SDFP. III， p. 45. 
89) JJBn. XVI， CTp. 778-781， SDFP. III， pp. 46-48. 
90) JJBfl. XVI， CTp. 781-797. SDFP. III， pp. 48-61. 
91) J(B刀.XVI， CTp. 788， SDF P. III， p. 52. 
92) J(Bfl. XVII， N2 28， SDFP. III， p. 69. 
93)山極潔「スターリ γと人民戦線一B.レイプゾン，K，シリーニャ『コミンテルンの政策転挽』批判j
-J CW歴史学研究』第 435号， 1976年8月， 40-47ベージ所収)， 46ページ。
94) 1933年12月21日， リトピノフは，アメリカの駐ソ大使プリヅト (W.C. Bullitt)との会談で，フ
ラγスがソ連に，連関加盟，および連盟規約の枠内で， ドイツからの攻撃に対する防衛のための地

域協定を提議していることを明らかにした (PRUS.1933 I!， pp. 830-831， 838-839)。 このほか，
フラソスのイニシアチプのもとに，仏ソが，ポーヲ γ ド，小協商， ソ連を合む東欧の地域協定を検

討していたとの観測もあった (DGFP.C-II， No. 148)。 これらは，地域協定榊想、の地税がフラン
プ、提案に;払ったことを示している。
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ョータ γ内閣の倒壊以後，一時，中断された。交渉中断の主
要因は 2月6日事件に象徴

されるフラ γス内政の動指95)である。この 2月6日事件によっ
て倒れた第二次ダラディエ

内閣 (1月初日成立)臼のに統いて組閣されたドゥーメルグ
(G. Doumergue) 挙国一致内

間的 (2月9日成立)の第一の課題は，国内問題の収拾であっ
た。 このほか，交渉停滞の

国際的背景としては，第一に，フラ γスが， ソ連=ポーラ γ
ド関係の改善を期符=してベッ

ク 0.Beck)ポーランド外相のモスクワ訪問の結果を待っていたこと附，第二に
， ドイツ

の軍備問題をめぐる交渉のj:佳移が挙げられる。

ドイツロポーランド不侵略条約は，フラ γスの駐独大使フラ
ンソワ口ポンセ (A.Fran-

cois・Poncet) も観測するように，第一次大戦後にフランス
が欧州に築いた「勢力体系

systeme de forceJに亀裂をもたらすものであった9930 フラン
スの地域協定構想におし、て，

ソ連=ポーラ γ ド関係が要となっていた以上，このポーラン
ドの外交路線は，フラ γス構

想と相反する。フランスは，ポーランド外交の行方を注意深
く見守り，ポーラ γ ドを自国

の同盟体系に引き戻すことを考慮していた。フラ γスは，ソ
述=ポーランド関係の改j与を

図り 2月中旬のベヅク外相の訪ソを契機として両国間に良
好な関係が生じることを期待

して双方に働きかけたが1003，この訪問は，ソ連のポーラ γ ド
に対する懸念を増大させる結

果となった刷、ドイツ=ポーランド不侵略条約締結後の流動
的な国際情勢下において，仏

ソ交渉を進めることは，極めて困難であったと考えられる。

第二に指摘したドイツの軍備問題をめぐる交渉と仏ソ交渉の
推移は，表裏一体をなして

いたといえよう o 1934年 1月29日，イギリスは，フランス
およびドイツに調停案を通告

しており，フラ γスは.同案に対する態度を検討していた。
4月17日の閣議におし、て，対

英拒否回答が採択され， ドイツとの直接交渉は打ち切られた
10!.l)。 ドイツの再軍備に強硬

95)フラ γス内政については.E. Bonnefous， Histoireρolitique de
 la Troisieme Retublt'que， tome 

V: La Reρublique en danger: des ligues au Frontρoρulaire 
(1930-1936)， Paris， 1962 

参照。

96)ダラディエ・首相は外相を兼任した。

97)第ニ次ドゥーメ/レグ内閣については，山嵐潔「筋二次ドヴ{メノ
レグ内閣に関する一考窮J(W¥l¥J膨大

学紀要(人文科学).J]第4巻3号.1960年.53-82ページ所収)が詳
しL、。

98) DDF. 1-VI， nO 100. 

99) DDF. 1-V， nO 328. ドイツ=ポ{ランド不侵略条約については，
さしあたり，以下を参照した。

Z. J. G事siorowski，“TheGerman.Polish Nonaggression Pact of 1934，" 
Journal 01 Central 

European Ajfairs， Vol. XV， No. 1 (April， 1955)， 3-29， A. M. C
ienciala， Poland and the 

VVestern Powers， 1938-1939: A Study in the lndeρendence 01 
Eastern and Western 

Euroρe， London， 1968 (ことに， The Background， 1918-1938)， J
. Korbel， Poland between 

East and n'est: Soviet and German Diρlomacy toward Poland
， 1919-1933， Princeton， 

1963. 

100) DDF. 1-V， nOS 349， 366， 1-VI， n
O 100. 

101) ソ連側が前年末にポ円ラ γドに提議していた， 両国によるパ/
レト共同保障案およびソ連=ポーラ

γ ド不侵略条約の期限延長問題について，ベックから確容が
得られなかったことが，その主な原i羽

である (2月13，14， 15日のりトピノフ=ベヅク会談記録としては，
sBn. XVII， N2 53， sOIcy-

.Mellmbl，陥 107がある。このほか， sBn. XVII，時 58，ßOIcy~(，ellmbl ， N2 108， DDE. 1-V， 

nO 446， SDFP. III， p. 75参照)。

102) この経緯に関する詳細は， 山極「フラソスの外交ーパ/レトウ{
外交からラヴア/レ外交への転換を

中心にJ(W現代国際政治史』有斐閣， 1958年所l民)， 3ト34ページおよび平井「ソ
連外交と東欧ロ

カルノー((めく・る歴史的覚え書J1!i9-16ノト ζーク参照け
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な反対の態度を示すフラ γスに残された方策は，対ソ接近に乗り出し，従来の同盟体系を

強化することであった。対英相否回答が出された三日後に，バルトゥ外相は，駐仏・ソ連

!日;';11寺代理大使ローゼンベルグ (M.H. P03eII6epr、)に交渉再開を伝えたのである川30

ソ連は，第二次ショータ γ内閣の後に成立したこつの内閣に，ポールコ=ポ γクールの敷

いた対ソ路線を継承して交渉を再開するよう申し入れ，打診を重ねていたが，フランス側

は何ら明確な態度を示さなかった104)。 この間， ソ連は，パルト諮問の独立保附をめぐっ

て，活発な外交を展開していた。

1933年 12月 14日，リトピノフは，!日:ソ・ポーランド公使ウカシェヴィッチ(J.r..u】msie備

wicz)に， 両国が共同して，パノレト三国およびフィンランドの独立と領土保全を保障する

ことを提議した1O~)。 ポーランド側は，この提案に原則的に同意したが， バルト諮問にこ

れを打診することを反対提案し，バルト諸国の反応に自国の態度の如何をゆだねた10630

フィ yラγ ドは 12月27日，かかる宣言は不必要であるとの招否的回答を発し1073，エス

トニアおよびラトピアは，原WJ的に異議はないとしながらも，芥定的な態度を示した10H30

ポーランドは， ソ連に対する回答を遷延していたが，翌年2月3日，ウカシェヴィッチは

リトピノフに，フィンラ γ ドの1"1:1否およびリトアニアとの閃係を挙げて.1'11否的態度を明
らかにしTこ109)。

ポーランドに対するソ連の働きかけの背後には， イギリスの駐ポーランド大使 (W.

Erskine)も観測するように，第一にドイツとポーランドのラプロシュマンにくさびを打ち

こみ，第二にドイツのノミルト諸国に対する領土拡張的気運を輩制する意図があったと考え

られる 110)。

あれ、てソ連は， 3月28日， ドイツの駐ソ大使ナド、ノレニー (R.Nadolny)を通じて，両国

が，フィ γラγ ドおよびパルト三国の独立と領土保全を共同で保障する旨，提議した111%

同日，クレスチンスキー外務人民委員代理とヴォロシーロフ (BOpOlllHJIOB) 陸・海軍人民

委員は，同大使に， この提案が独ソ関係改善のための布石であることを説明した112)。ナ

ドノレニーは， この提案に女子意的言辞を与えるよう本省に具申していたが113) ドイツ外務

1(3) .0 Bn. XVII， M 138， {Bopboa CCCP}地 6，CTp. 154. 7月の英仏会談の席上，パノレトゥは，
「ニヵ月間1;;1もしなかったJ理由は， 彼ヵ;対・ソ交渉を急いではいないことをソ連政府に示すためで
あったと説明した。パルトゥが交渉継続を決定した要因としては，第一に， ソ連政府が，フランス

における「政治笈伝Jを停止したこと，第二に， ドゥーメルグ内閣が「平和の保障を見出すことが
できるところからそれを得なければならないとみなしたJことを挙げた (DBFP.2-VI， No. 487)。
104) DDF. 1-V， nO 318， 1-VI， nO 71， .oBn. XVII，地 54，68， 69，93，97， npHM. M 71，98， {Bopboa 
CCCP}， N2 6， CTp. 154. V. Herriot，。ρ.cit.， pp. 401， 403. 
105) .oBn. XVI， M 426， .oOIcy.Meftmbl， N2 86， 87. 
106) .oBn. XVI， M 431， .o01Cy.Meftmbt， N2 91. CM. .0 Bn. XVI， N2 441， npHM.地 315，318，XVII， 
N2 5， 11， npHM. M 5， 13， .o01Cy~leftmbt ， N2 93. See DGFP. G-II， No. 187. 
107) DBFP. 2-VII， No. 554. 
108) Ibid.， No. 561. 
109) .00κ'Y.Meftmbt， N2 103. CM. .oBn. XVII， N2 42. See DGFP. C-II， No. 169， DBFP. 2-VIl， 
No. 568. 

110) DBF'P. 2-VII， No. 563. 
111) DGEP. C-II， No. 362. 
112) Ibid.， No. 364. 
l13) Ibid.， Nos. 362， 375， 382. 
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省は，当初から拒否的態度を示していたlH)O 4月 15日， ドイツはソ連に，拒否回答を通

告した 115)。
ドイツに刻するソ連の提議は， ドイツ外交のオリエンテーションをさぐるための観測気

球であり，その背後には，ナチズムのバルト諮問への侵透に対する危快があったと考えら

れる O

ソ連は， 3月末に，パノレト諸国に不侵略条約の期限延長を提議した116)0 4月4日， エス

トニア，ラトピア， リトアニアとの間に，同月 7日にフィンランドとの|悶に，不侵略条約

を 1945年 12月 31日まで延長する議定書が調印された。ポーランドとの間の条約も， 5月

5日に延長議定書が調印された117〉0

ソ連は，バノレト諸国やポーランドとの問の不侵略条約の期限延長にみられるように，そ

れまでの安全保障政策を追求しつつも，共同保障案の提議によって，結果的には，地域協

定構想の推進に有利な状況を作り出したといえよう。大国間のこれら一連の動向に懸念、を

強めたノミルト三国は，外交政策上，共同する気運が強くなり 118〉，パノレト三国を地域協定構

想に組み込むことが容易となった。そして， ドイツがパノレト諸国の独立保障を抱否したこ

とにより， ソ連は， ドイツの「野心Jを向日にさらすことに成功したのである。ソ連は，

フランスに対し，パノレト諸国が侵略される虞れのあることを示し，地域協定へのバルト諸ー

闘の参加が重要であることを具体的に認識させることが可能となったといえよう。

IV. 東方口力JJ...ノ案の展開 一フランス構想への対応一

1. 仏ソ交渉の展開

1934年 4月初日，パノレトゥ外相は， ローゼ γベノレグ駐仏・ソ連臨時代理大使に， ドゥ

ーメノレグ内閣が，ポール=ボンクーノレの提案を基礎として，対ソ交渉を継続することを決

定し，バノレトゥに対ソ交渉の全権を与えた旨，伝えたlω。

4月 24日の会談においてレジェはローゼンベノレグに， ソ連の連盟加盟の意向を打診し，

相互援則条約は， ソ速の連盟加盟を前提条件とすることを雌認した。そして，ソ連が連盟

に加盟しない場合には，対外政策に闘する二国聞の協議条約および経済協力協定にとどま

ることを伝えた。 ソ連側は，前年 12月に明らかにした， 留保条件付で連盟に加盟する意

向は不変であると述べた120)。

114) Ibid.， No. 390. ノイラート (vonNeurath)外相は，反対の理由として，現情勢下でこのような
宜奮を行なうことは， ドイツがパfレト諸国およびソ連に脅威を与えていることを自認するに等しく，
かつソ述に，この地域についての恒久的な雷質を与えることは， ドイツの東方政策からフリ-. 

γドを奪うことになることを挙げた。

115) DGFP.じ-II，No. 401. 
116) CM. JI. Bfl. XVII， N2 96. 
117) Ta，J(. :JlCe， N2 105， 106， 107， 114， 157. 
118) 1934年4月以降，国際政治場裡において三闘が共同する動きが顕著となり，同年9月， パノレト協
商が結成された。パノレト協商については，別稿として「パIレト協所 (1934-1940年)ーその形成，活
動および機構ー」を準備中であるが， さしあたり B.Kazlauskas， L'entente balUque， Paris， 

1939を参照せよ。
119) JI.Bfl. XVlI，陥 138，(Bopb6a CCCP)，地 6，CTp. 154. 
120) JI.Bfl. XVll，地 144，npHM. N2 134， {Bopb6a CCCP}，地 6，CTp. 154. この会誠において，仏
ソ両国は，交渉を極秘とすることを申し合わ荷主二u
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4 n 28日， レジェ事務総長は，初めて， ソ連側にフランスの具体的な構想121)を示した。
これは，相互に述関した二つの条約から成るもので，第一は， ソ連， ドイツ，チェコスロ

パキア，ポーランド，バルト諸国の参加する地域的相互援助条約であり，第二は，仏ソ協

定である O 第一の条約は，締約国聞の相互不侵略および締約国により攻撃された国に対し，

その隣接国が俊助を与えることを約すもので， ドイツとソ連は，互いに隣接国として援助

を供与することになっていた。第二の仏ソ協定は，第一の地域協定およびロカルノ条約に

対する違反の場合に，仏ソが互いに援助を与えることを約すものである 122)。

ローゼ γベルグはこの提案について，同案は，ポールz ポンクール案の変形で、あるが，

新たな訓令なくしては論評できないとした。しかしながら，この構想においては，フラン

スの援助義務が「対ソ侵略の門Jであるバルト諸国に及ばないこと，仏ソ協定において第

三国からの攻撃の場合の援助供与については言及されていないことを指摘した。 レジェ

は，パルト諸国への援助については，国内世論の反対があるとした123%

4月 30日付の:vl/令でリトピノフは， iレジェ〔構想〕の大要 cxeMaは，重大な研究と協
議を要するので，即刻の返答を避ける」ょう伝え， レジェの構想に対するバノレトクの考え

を打診するようaJl/令した12430

これに基づいてローゼンベルグは， 5月 1日，バルト少と会談した。バルト少は， レジ

ェ構想に同意していることを伝え.政府から対ソ交捗の全権を与えられているので， これ

を閣議には報告していないとした125)。

ソ連の外交史料126)によれば，外務人民委員部は， フランスからの新たな提案を検討し

以下の評価を与えた。すなわち，ブラ γスの新提案は， ソ連の 12月末の提案を修正した

ものにすぎないとみなし以下の修正箇所を指摘した。

1) ドイツが相互援助条約に参加する。

2) フラ γスは同条約から除外されるが，仏ソで別個の OT.n;eJIbHblfI条約を締結し，フ

ラγスはこれによってソ連を保障し，ソ連はフランスの利益のためにロカルノ条約の当事

121)この構想は， 4月28日付のフヲ γス外務省政策方針覚書 (DDF.1-VI， nO 154)に記されている。
なお.フラ γス外務省は，吏渉中断中にもこの問題を検討しており， 2月12日付外務省覚書(DDF.
1-V， nO 366)， 3月30日付の外務省政策方針覚書 (Ibid.，1-VI， nO 54)，および 4月16日付の外務

省政策方針覚書 (Ibid.，nO 100)がそれを示している。 2月12日付覚書は，ソ連，ポーラ γドおよ
び小協商諸国間で， ヨーロヅパに限定された相互援助条約を締結し，これをフヲ γスの参加する協

議条約で補完する構想、を記しているが， 3月30日付覚書は，地域的相互援助条約の参加闘を，ポー
ラγド，ソ連，チェコスロパキア， ドイツとしている。 ドイツを加える理由として，地域協定が第

三国に敵対することを避けること， ドイツ=ポーラ γド関係、の進展， ドイツを参加させることによ

り，同協定をロカ/レノ条約と対応する性格のものにすることを挙げている。この地域協定の援助義
務は，侵略を受けた国の隣接国に限定され， ドイツとソ連は互いに，隣接固であるかのごとく援助

を供与することになっていた。
122) llBn. XVII，地 151，{Bopboa CCCP}， N2 6， CTp. 154-155. この構惣は， レジェヵ:案出したも
のとされている CllB刀.XVII，地 151)。
123) llBn. XVII， M 151. 
124) Ta.M JlCe，ロpHM.M 141. 
125)パルトゥはこの理由として， おjソ按1tに反対の|利僚のN{t:， r期議で尚早にこの問題を納付するこ
とは，不必要な札l陳セ招くことなどを挙げた。 Ta.MJlCe， M 154. CM. (Bopboa CCCP)， N2 n， 
CTp. 155. 
126) {Bopboa CCCP}， M 6， CTp. 155. 
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Jι 

悶となる O

3) 攻撃を受けた悶への援助は，条約の全当事国から与えられるのではなく，隣接|主|か

らのみ供与される O

外務人民委員部は， ドイツの参加lに異議はないとしたが，援助義務を隣接閏にのみ限定

することについては，提議された「条約を，幾分，不自然な HCKycTBeHIlblii ものにするJ

とみなしていた12730

5月3日， リトピノフはローゼ γベノレグに， レジェの構想は妥当と認めるが， 関述する

問題が不明確であるので， ソ連政府はフラ γスの指尊者との会談が必要であるとみなして

いる旨，訓令した12830

5月18日.軍縮会議に先立ち，ジュネープにおいてリトピノフとパルト'/は，東方ロカ

ノレノ実について会談した129〉0 ノミノレトゥは， フランスを地域協定から除外する理由を説明j

LI3fη，仏ソ協定の意義について，次のように諮った。「現下の問題は，考究されている東

欧の安全保障体制を， ロカルノ条約の結果として生じた西欧の体制jに結びつける法 acte

によって，仏ソ間を組織することである。J131)

パルト'./は， ドイツの加入を重視していることを切らかにし1323， リトピノフは， ソ迎

の連盟加盟およびドイツの連盟復帰を前提とするドイツの地域協定への加入に賛意を示し

た133)。 リトピノフは， ソ連にとって，バルト諸国の保障が重要であることを強調し，ハ

ルト'./は，同地域へのフランスの援助の拡大を検討することを約した。フィンランドの参

加について，パルトクはこれを不都合ではないとし，援助義務を隣接国にのみ限定するこ

とと関連して，全パルト諸国をー固とみなすことに同意した13430

6月 1B，軍縮会議のソ連代表シュテイン (6.山TefIH) は，フランス代表マシグリ (R.

Massigli)に， リトピノフからの訓令に基づき，条約草案についての会談の推進を希望し，

マシグリは，パノレト'./も同様の考えであると答えた。仏ソ双方は，問題は条約文の起草で、

はなく，原則を整理することにあるとみなしていた13的。

軍縮会議の会期中に，仏ソ交渉は進展し，草案が検討されていた。フランス側は， 6月

127) Ta.M :JfCe. 
128) llB刀.XVII， npHM. N2 143. レジェは， 5月5日， この旨，通告された (Bopb6aCCCP)，地 6，
CTp. 155)。

129) DDF. 1-VI， nO 221 (会談記録)， llBfl. XVII， N2 168， (Bopb6a CCCP)， M 6， CTp. 155. 
130)この理由として外相は， リトピノフヵ"当初仏ソ二国聞の協定を希望していたこと (.0Bfl. XVII， 
N2 168)，地域協定にフラ γスが参加しでも，フランスの械的は，隣接国であるドイツにしか供Ij.さ
れないこと，フランス 1 ポーランド間およびフヲンス 1 チェコスロパキア聞は，ロカルノ条約の中

の両国との相互保障条約によって，すでに保障が定められていることを指摘したcaBfl. XVII， N2 
168， DDF. 1-VI， nO 221， (6opb6a CCCP)， N2 6， CTp. 155)。
131) DDF. 1-VI， nO 221. 

132) Ibid. 
133) llB刀.XVII， M 168， DDF. 1-VI， nO 221， (Bopb6a CCCP)， N2 6， CTp. 155. バルト少は， ド‘
イツの加入について，次のように述べた。「もし， ドイツが指否すれば， 我々はドイツ抜きで条約

を締結する口実を与えられるが，それを迫る態度を示すべきではない。我々は， ドイヅに対抗する

ように見えることを何もなすべきではなL、。もし， ドイツがこの安全保障体~IìIJに JJ rI 入すれば，それ

は結構なことだ。もし，加入しないならば， ドイツtこ非があるのだ。J(DDF. 1-VI， nO 221)。
134) llB刀.XVII， N2 168， DDF. 1-VI， nO 221. 
135) DDF. 1-VI， nO 273. 
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2日付原渠13s)をリトピノフに提出した。これa，条約 A(地域的援助条約)，条約臼(イム
ソ協定)， および一般規程から成っている O 条約 A は，締約国として， ドイツ， ソ連，

ポーランド，チェコスロパキア，エストニア，ラトピア， リトアニア，場合によりフィン

ランドを予定している。第 l部は，締約国間の紛争発生時の援助供与を対象とし被攻撃

悶に対する，その隣接固による援助の供与 (1条)， 侵略国の不支持 (2条)， パノレト諸国

は全体として一国とみなされること (3条)， ドイツとソ連は， 隣接固として援助を相互

に与えること (4条)を約すものである O

第2部は， ~文曜またはその脅威がある場合の協議を対象とし，締約国の一国による攻撃

の場合の協議は，締約国以外の利容関係を有する諸国にも拡大され (5条)，非締約国から

の攻撃の場合にも同様の措置がとられる (6条)ことを約す。 7条は， 当該条約が連盟規

約 10条ならびに 16条とJI1;触するものではなく，条約当事国がこれらの条項の完全実施の

ために努力することを確認する条項である。

条約 B は2部3条から成り，第 1部は，ソ連がフランスに対し，イギリスおよびイタ

リアと同等の資格でロカルノ条約を保障し (1条)， フランスは条約Aの第 1部について，

ω連盟規約 16条の適用行動， ②連盟総会あるいは理事会の決議による行動ないしは連
盟規約 15条7項の適用行動の場合にソ連を保障することを約している (2条)。第 2部は，

フランスが条約 A 第2部に対応して行動することを定めているo

一般規程は，上述の二条約が平和維持に寄与する性格を持ち，かつ連盟規約に抵触する

解釈はなされえないことを承認するものである 137)。

このフランス原案に対し， リトピノフは，フランスの対ソ援助が完全かつ迅速なもので

あるか否かを照会し138入 ソ連に対すると同等の条件で， フランスがパノレト諸国への援助

を約すことを要請した13030

6月3日付のフランス外務省政策方針覚書は， フランスの対ソ援助の内容およびパルト

諸国への援助供与について回答を示している。対ソ援助については，ポーランドやチェコ

スロパキアに対すると同様の迅速かつ完全なる援助をソ連に与えるとし，パルト諸国が攻

撃を受けた場合，フランスは，地域協定の条約 A 第5条にしたがし、同国の利益を保護し，

連盟規約 16条により，同国のために行動するとしている 140h

6月4日の会談においてリトピノフは，バルトゥに， 仏ソ交渉の結果に対するフランス

政府の原則的な回答を早急に得ることを要請しパルトゥはこれを受けて，同日，パルジ

ュト γを帰国させた。リトピノフは，バノレト諸国に対するフランスの援助供与を迫り，か

っ， r侵略の定義Jをかかる条約の基礎とすることを提議したが， パノレトゥは最終的な回
答を避けた。外相は，条約の締結がソ連の連盟加盟まで延期されるべきでなく，ソ連の加

盟後に発効する旨，記した条項を挿入することに同意した凶〉。

136) Ibid.， nO 278， annexe. 
137) Ibid. 

138) Ibid.， nO 278. 
139) Ibid. 

140) Ibid. 

141) J(Bfl. XVII，地 186，(Bopboa CCCP)， N!! 6， CTp. 155. 
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()月 6日， パルト''.1は，フラ γス政府が而j日の閣議H:l)において，対ソ交渉の結果および

東方ロカノレノについてのフランスの提識を認可したことを伝えたo しかし同国政府は，

パルト諸国への暖助供与には反対であった14M)0 6月 6日の会談でリトピノフはパノレト''.1

に，フラ γスのパルト諸国への援防の重要性を強調し外相は，関議の決定は否定的なも

のではあるが，吏に協議する用意、があると述べた14430

同日， リトピノフにフランス側の新たな原案が手渡されたO この原案は， 前述の 6月2

日付原案と同様に三つの条約から成っている。以下において， 6月2日付原案との重大な

相違点を指摘する。第ーは，隣接国のみに援助義務を限定する条項がiljlJ除されている点で

ある O すなわち，地域的援助条約第 1部においては，締約国の一国によって攻撃された締

約国に対し，連盟規約の伸内で即時の援助を与えることを約し (1条)，非締約国たる侵略

国の不支持を定めている (2条)0第二は，一般規程において.三条約が調印国政府の批准

ならびにソ連の連盟加盟によって発効する旨，定めた条項が何i入されている点である 14330

6月8日の原案は， ジュネープ、におけるパノレトゥ=リトピノフ会談での論議. ことにソ

連側の要求が反映されているといえよう O しかしながら，パルト諸国へのフランスのほD)J

供与については，言及されていない。

6月 15日ののバルトゥとの会談でロー，ぜ γベルグは，パノレト諸国に対する援助問題を取

り上げた146〉o外相は，リトピノフの指示によってローゼンベノレグが作成した，ヨーロッパ

の平和と安定にとってのバルト諸国の震要性に関する覚書147)を検討することを約した14的。

6月16日のローゼンベノレグコレジ Z 会談においてレジェは，パノレト諸国への援助不拡大

の立場を変えておらず， ドッーメルグ首相も同様であることを明らかにした149)0 6月末

までには，仏ソ両国は，草案の検討を終えたが，この段階においてもフランス側は，バル

ト諸国に対する援助義務相否の態度を変えなかった150)0 6月27日，フラ γス政府はイギ

リス政府に， 6月8日の原案を成文化した草案を提出した13130 以上のように， ドゥーメ

142)エリオの日記は，この閣議に言及している。他民地相ラヴアル (P.Laval)は，対ソ持近を r我が
閣にイ γターナジョナノレと赤旗をもたらす」 ものとしてこれに反対した (Herriot，。ρ.cit.， pp. 

437-438)。
143) ，l(Bn. XVII， N2 189， {5opbOa CCCP}， N2 6， CTp. 156. 
144) ，l(Bn. XVII， N2 192. 
145) DDF. 1-VI， n() 309. 

146) ，l(Bn. XVII， N2 200. 
147) TaM :J/Ce， npHM 陥 181. 同党71:は，以下を記している。「も L，東欧諸・白j.l(パルト if白1)'-1，ソ主li，
ボーラ γ ド， ドイ.ッ，チエコスロバキア)の参加する札11日産助条約の締結に成功すれば， これは東

欧のみならず，全欧における平和l保障上の重大な事件であろう。」

148) TaM :J/Ce，地 200.
149) TaM :J/Ce，印刷.N2 180. 
150) {60pboa CCCP}， N2 6， CTp. 156. 
削 DBFP.~-VI ， No叫 Annex1 ソ辿刈去した史料の註 ({60pboaCCCP}，地 6，吋グ6，
ロDHM.N2 33)によれば，仏ソが合意i:lた草案は存在しない (HeHM回目的とされている。 ~P~ -:ri の
'lT見の限りでは，プランスの外交文iUを含む基本史料からこのような草案を見出すことはできなか
った。 7月以降の仏ソ交渉および関係各国への働きかけを検討した結県，仏ソH¥lにおいて最終的な
北京が作成されたとはう与えられない (CM・.l!Bn.XVII， N2 354. See DβFP. 2-VI， No. 472， 
Annex 1， DGFP. C-III， No. 171)。これは，仏ソ阿国に111大な意見の相通があったためではなく，
両国が条文の起草ではなく原則を整理することで意見の一致をみており (DDF.1-VI， n

O 
273)，構

想、を関係各国に提示し，その反応および意向を怖かめた上で，最終的な草案を作成する方針ーがあっ

9~ 
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ノレグ内問によって再開された仏ソ交渉において，プランス提案を中心として仏ソ捉批の方

法の検討が進められ.仏ソ両国は，フラ γスのバルト諸国への援助問題および「侵略の定

義Jの挿入を除いては原則的な一致をみるに至った。

2. 7ランス構想への対応

前節で検討したように，フランスから交渉再開の申し入れがあった後，仏ソ交渉のイニ

シアチプは，一貫してフランス側がとっていた。フランス原案に対してソ連がみせた対応

の中で特筆すべきは，フラ γスが原案作成の際に，第一次大戦後に出現した，新たな安全

保障方式を東方ロカノレノに体現せざるをえなかった152)のに対し， ソ連側は， このような

浬念には全く拘束されず，もっぱら自国の安全保障強化を至上目的として，構想を検討し

ていた点であろう。

ソ連は，地域協定とそれに連関した仏ソ協定の締結を掲げるフランス原案を原則的に受

諾した15830 この地域協定は. 1933年 12月末のソ連提案と比して， ドイツの加入および

フランスの除外が特徴となっている O ことにドイツの加入は. この地域協定が，仮想敵国

を想定した多数国間の同盟的性格を帯びるか，あるいはロカルノ方式の地域的集団安全保

障を構成するかの重大な問題で‘あり，フランス側には，かかる認識があった15430

他方， ソ速にとっては，条約形式が如何なるものであろうと，フラ γスからの確実な援

助を19ることが重要であり， rフラ γスと我々の問の別個の条約の締結は， フランスの保
障を減じ，我々の義務を拡大するものではないJ155)とみなして，この方式に同意した156)。

交渉再開後にフラ γスが提出した原案に対し， ソ連は，以下の四点の修正を要求 Lt...:o

第一は， フラ γスの援助義務をパルト諸国にも拡大すること，第二は，諸条約がソ連の連

盟加盟後に発効する旨，定めた条項を挿入すること，第三は，地域協定において，援助義

務を隣接国のみに限定する規定を削除すること.第四は，地域協定に「侵略の定義」を粁i

入することである O 第一のパルト諸国への援助義務の拡大については，同地域への攻撃が

対ソ侵略の足場となるという， ソ連側の認識に基づくものである o しかも，ポーラ γ ドお

よびドイツに提議した，同地域の独立と領土保全に関する共同保障案が相次いで両国によ

って拒否されたことにより， ソ連の懸念は更に強まり，フランスの援助拡大を執j幼に求め

たといえよう 157)。

第二に，諸条約がソ連の連盟加盟後に発行する旨定めた条項を挿入することについて，

ソ連は，条約の早期締結を意図してこれを提議したのであろう O

たためとjU、オつれる。
152)フランス桝却について詳しくは， nij f砧iU¥f;ujrJ;U}jロカルノ京の形成 (19~1 :J-1934 il-'-)一仏ソ川目立役

約構想、からロカルノ方式の地j滅的集団安全保障条約構想への転敗過起一」な参1%せよ。
153) 11Bfl. XVII， IIpHM. N2 143， {5opboa CCCP)， N2 6， CTp. 155. 

154)たとえば，DDF. 1-VI， nO 54を参照せよ。

155) {5opboa CCCP)， N2 6， CTp. 155. 
156) Ta.，+(， Jfce. しかしながら， ソ述側がフランス原案の背後にある諸要凶を十分に把出してレたか百

かについては，疑問が残る。 リトピノブは 6月21日，イギリスの駐ソ大使に， 束)Jロカルノが

「凶ガロカ/レノJに関係づけられる必然性がわからないと述べ， このニつは連関腕約の枠内にある
の-c.必ずしも結びつけられる必要はないとした (DBFP.2-VI， No. 468)。

157) ソ連は 7月中旬においても， フランスにパ/レト諸国に対する援1IJJ拡大を要請していた (11B刀.
XVII，印刷・N2210， {5opboa CCCP)， N2 6， CTp. 158. CM. 11 Bfl. XVII，地 252)。

什、
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第三に，反則義務を隣接闘のみに課すことについて， ソ述は，地域協定の締約国が被攻

撃国の隣接国(援助を与える側の国)とそれ以外の諸国に二分されることなく，すべての

締約国に援助義務を課すことを要請した15830

第四に， 1"侵略の定義Jを地域協定に挿入するという提議は， 以下の事情に基づくもの

と考えられる。フランス原案において，侵略を定義した規定はなし、。地域協定は，連盟規

約の枠組の中で作成され，運用されるものであるから，連盟規約における侵略の定義を援

用することになる O しかしながら，連盟規約は， 直接的には侵略を定義していない159%

ソ連側は，地域協定のドイツ以外の参加国によってすでに承認された「侵略の定義Jを同

協定に挿入することにより，援助の発動の自動化を図ったと考えられる 160%

以上の四点は，いずれもフランスの対ソ援助の内容の明確化とともに援助強化を要求す

るものであり， ソ速は，極東の不安定な情勢および独ソ間の緊張の激化を背景として，西

側国境の強力な保障を，東方ロカノレノによって獲得しようとしていたといえよう O ジュネ

ープにおけるパノレト '7=リトピノフ会談で一応の合意、に達した原案は， フランス構想を土

台とし.これに修正を加えたものであり，この原案を実現するためには， ソ連側が，西欧

的な安全保障方式に歩み寄る姿勢を示すことが必要であった山3。 ソ連は， フランスが地

域協定作成の際に表出した論理をそのまま取り入れて，国際政治場問においてそれを展開

したのである O

リトピノフは，軍縮会議に:f'品、て， 5月29日，各国代表が軍縮の失敗を認め， {也の平不u

保障の方法に転換することを提議し，具体的には， 1"相互援助の地域協定Jを提案した16230

6月1日， トルコ外相ベイ(1'.R. Bey)は，同会議が地域的安全保障条約を検討するため

の特別委員会を設置することを提議し163) フランス， ソ連，小協商諸国，パノレカン協商

諸国がこれに対ーする支持を表明した16430

158) {5opboa CCCP)，地 6，CTp. 155， 156. 
159)連日見蝿約における侵略の定義については，以下を参照せよ。J.Stone， Aggression and W orld 
Order， Berkeley， 1958， pp. 27-28，横田喜三郎『安全保障の問題~，担jJ草書房， 1949年， 20-21ペ

ージ。

160) CM. llBfl. XVII，地 236.See DGFP. C-III. No. 51. 
161)フヲ γスは，ポーランドおよびイギリスに， 東方ロカルノ案を説IYJL， 加入および協力を求めた
ときに，同案の起源はフランス構想にあるとし，初期の交渉においてソ連は，第一次大戦前の同聞

と同舶の仏ソ向阻を提議したが，フランスがこれを全欧の安全保障に寄与する構想、に転換させたこ
とを強調した (DDF.1-VI， nOS 363， 364， 398， DBFP. 2-Vl， Nos. 455， 465， 472， 487)。

162) llBfl. XVII， M 179. 
リトピノブは 6月5日のベック外相との会談において，三つの連関した地j成協定構想を持って
いることを明らかにした。第一は，東方条約，節ごは地中海条約， 第三は太平洋条約である (llo・
lCy.Meflmbl， N2 129， J. Beck， Dernier raρρort: Politiqueρolonaise， 1926-1939， Paris， 
1951， p. 281. SIA. 1935-1によれば， リトピノフは， ジュネープにおけるパノレトゥとの会談でこ
の構想を明らかにした。 SIA.1935-1， p. 63)。地中海条約は，地中梅ロカルノとも称され， 東方
ロカルノヵ:東北欧に限定されレーマニアの参加を排除したことから，ルーマニアを含む地中海条
約が検討されたが， この構想、は具体化されず， その詳細も明らかではない。 地中瀬条約について
は，以下を参照せよ o Beck，。ρ.cit.， p. 281， DBFP. 2-Vl， Nos. 439， Enclosure， 454， 458， 463， 
SIA. 1935-1， p. 63. 
163) Scott，。ρ.cit.， p. 170， R. Kerner and H. Howarcl， l'he Balkan Conferences and the Balkan 
Entente， 1930-1935， Connecticut， 1936， p. 141. 
164) Scott，。ρ.cit.， p. 170. この提識により委員会が設蹴され， 6月25日までに問委員会は安全保障
問題の検討を終え，報告が同意;された (Kerner，0ρ. cit.， p. 141)。この報告は，地域的安全保障条
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リトピノフは，箪縮会議に;fol、て.地域協定による安全保昨をフランスやトルコととも

に熱心に提議していたが， 6月23日， wパリ・ソワール Parissoir ~紙記者 0. Saue町r.咽. 

wein叫1功)のイ γタピユ一 16

て'以下のように語った。

地域協定については， I相互援助に関する地域協定構想は，安全保陣が不安定 HeyBe-

peHHOCTbであるという感覚.すなわち，全般的平和. ことにヨーロッパにおける平和の

維持が不安定であるという，絶えず体験される感覚から生じた。J166)と，述べているO

リトピノフは，軍縮が，安全保障とはみなされ難し、とし，同様に，連盟規約およびケロ

ッグ条約は，十分な保障を提供するものではないとみなし不侵略条約については，侵略

的な国家がフリー・ハ γ ドを得.背面を保障して他国を攻躍するために締結することもあ

ると述べ，その機能の否定的側面を強調した。

リトピノフは，安全保障の方策について論じ，第一次大戦前の軍事同盟および勢力均衡

政策は，戦争を免れなかったとして反対し，新たに到達した方法として，相互援助条約を

取り上げ，次のように述べた。 IC地域的1相互援助条約は，特定の地域に属するすべての
国家が，かかる条約に参加しうるがゆえに，如何なる闘をも包閲する試みとはみなされえ

ない。平等の権利および義務，ならびに安全保障の同等の手段を持っているのであるか

ら，かかる条約の一国の締約国も.もし他の締約固とともに平和への願望を共有するの

であれば，自らが包囲され.如何なる危険をも被っているとみなすことはできない。J167)

以上， リトピノフが展開した論理は，第一次大戦前の同盟を否定し安全保障の手段と

して，仮想敵国を想定しない地域的相互援助条約合取り上げた点など，フランス側が東方

ロカルノの原案を作成した際の論理と著しく類似しているO 前述のように， ソ連は，仏ソ

交渉の初期の段階では，極東の紛争にも適用されうる仏ソ同盟を望んだといわれ， 1933年

12月末のソ連提案も，ドイツを除外している点において，上述のリトピノフ発言とは大き

く隔たっている O ソ連側は，仏ソ交渉を通じて， フランスからの援助を取りつけるために

は，フランス提案の骨子をなす西欧的な安全保障の方策に歩み寄らざるをえないとみな

し，ここにそれを展開したものと考えられるo

しかしながらソ連は，この論理を完全に受容しているのではなL、。 前述のインタビュー

でリトピノフは，以下を統けた。「もちろん， 一国が，フリー・ハンドを求め，提議され

た地域協定に参加することを故意、に4tI否した場合は別で、あるo この場合には，かかる国家

の自らの願望のために，条約がその国を含まずに締結されても，包囲されたとして，不平

を述べる権利はないのである。J16めこの発言は， 地域協定が，仮想敵国を怨定した多数国

間協定に転化する可能性を示している。

リトピノフは，東方ロカノレノについては， 次のように述べた。「私が言及した条約〔束

約は，連盟規約，不戦条約，および地域協定の締約閣がすでに締結した特殊条約と一致するもので

あり，かっ，如何なる一国あるいは集団にも対抗すべきでないことを示している (DDF.1-VI， n() 

391. See Kerner and Howard， 0ρ. cit.， pp. 141-142)。
165) JJBn. XVII， N2 224， SDFP. III， pp. 83-85. 
166) JJBn. XVII， N2 224， SDFP. III， p. 83. 
167) JJB刀.XVII， N2 224， SDF P. III， p. 84. 
168) JJBn. XVII， N2 224， SDFP. III， p. 84. 
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ガ条約〕は， ロカルノ条約と類似したものになるであろう o ロカルノ条約は，西欧の平和

を保障するが，一方，この条約は， 東欧において同様の機能を果たすで、あろう。J169)ここ

で注目すべきは， リトピノフが， ロカルノ条約の安全保障機能を認める発言をなしている

点である 17030 ソ連は， ロカルノ条約を， 政治的にはソ連を除外した「反ソブロックJで

あるとみなしていたが，ここにおいて，同条約の安全保障上の意義を認めていることは，

ソ連が，表面的には西欧的な安全保障の枠組を受容しこれによって自国の安全保障の強

化をめざしていたことのあらわれで、あろう 17130

3. ソ連による関係各国への働きかけ172)

仏ソ両国は，東方ロカノレノの原案について検討し，原則的な一致をみた後，関係各国に

東方条約の締結を熱心に働きかけt.::..o ソ連は，ポーランドがドイツに対し，東方ロカルノ

を担百するよう働きかけることを懸念して，対独交渉の促進を考慮していた17330ポーラ γ

ドおよびチェコスロパキアとの交渉はフランスが担当し， ドイツおよびパルト諸国はソ速

が担当することになった17の。仏ソ両国は， これらの国々との交渉に関する情報を交換し

ていた。

ソ辿と小協|邸諸国間には外交関係が樹立されていなかったが，仏ソ接近を背景として国

交が樹立される迎びとなり， 1934年 6月9日にチェコスロパキアとルーマニアがソ連を

承認した17530 これにより，東方ロカルノが内包していた一つの障害が克服された。

独ソ交渉に先立ち. 6月7日，フランスの駐独大使フランソワ=ポンセは，仏ソ交渉お

よび東方ロカルノの骨子についてドイツ側に通告し ピユーロー (B.von Bulow) 外務

169) ，l(B刀.XVII， M 224， SDFP. III， p. 85. 
170) リトピノフは 6月1日の軍縮会議の演説においても， ロカルノ条約の安全保障機能を認める発

言をなした (，l(B刀.XVII， M 182)。
171) B. 11.口onOB，(AHrJU描CKa河江HnJIOManI冗 HBOCTOl.IHbl負 naKT)は，ロカルノ条約の目的は，
「ソ辿および他の東欧諸国を犠牲にしてJ，西欧諸国の安全を保障することにあり，他方， ソ連が提
議した東方条約は，これとは異なり，東欧および西欧の安全を保障し，ヒトラ}が侵略に出る場合

に，二正面戦争の脅威を与えるものであった，と述べている (nonOB，yICa3 CO弘， CTp. 49-50)。
172)関係各国の対応については，紙数の制約上，割愛するが，ポーラソドについては，拙稿「ポーラン

ドと東方ロカルノ案 (1934年)に関する小論J(東欧史研究会発行『東欧史研究~ 1号. 1978年所
収)がある。

173) ，l(Bll. XVII， M 189. CM. M 187. 
174) Ta.M :.JfCe，地 192.
175) Ta.lfl Jlce， M 193， 194. この国交樹立については， 以下を参!I，(tせよ。平井「阿大戦11:¥1のソ述=
ルーマニア関係におけるべッサラピア問題J. 日， M. KonaHcKH訪日 11. 3.刀eBHT，CooemcICo・
py.MbtflCICue omflOUleflUR， 1929叩 1934ZZ.， MocKBa， 1971， rJIaBa V， A. A.山B聞冗KO佃B，(Yc灯，τT‘a
HOBJλleH悶f沼He瓜却JlH即即f訂叩IロIJIOMa'τT‘H円t可明4把eCKHX0τT‘HO山eH問日白 CCCP C∞OC白Tp伊aHaMHL口-leH'τ叩I
巴Bpon祐削b副，l)，BonpoCbt ucmopuu， 1975， M 1， 32-48， A. A. 日3bKOBa， {Y CTaHOBJIeHHe .LI.HnJIOMa-
THl.JeCKHX OTHoweHH抗Me淑江yCOBeTcKHM COlO30M H PyMbIHHe泊 B 1934 roぇy}，H08aR u 
H08euwaR ucmopuR， 1963， M 6， 64-71. 
1934年5月，ノレーマユアはソ連に，ルーマニア口ポーランド1mの相互媛lJ}J条約にソ速を加える榊
却を提議した (，l(B刀.XVII， M 181， 218)が， リトピノフはこれを拒否した (Beck，。ρ.cit.， p. 
281)。その後，東方ロカルノ案を関係各国に提議した折に，ポーランドは，同盟国ルーマニアの加

入を主張し，ルーマニアもこれを希望していた (DDF.1-VI， nOS 444， 449， 476)。 ソ連は， これ

に対し，東方ロカ/レノの地域的性格を重視し，東方ロカルノには阿国の加入は認めないとしたが，

ソ連=ポーラソド Z ルーマニア間の特別協定の締結を検討していた (，l(B刀.XVII， M 270， npHM. 
M 218， (50pboa CCCP)， N!! 7， CTp. 151-152)。
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次官は，検討を約した176)。 ドイツの東方ロカルノに対する基本的な態度は， 交渉の当初
から決定されていた。ドイツは，東方ロカルノの受諾は，国境の承認という意味において
不可能であり川 同案を， ドイツを仏ソの支配する体系に引き入れることを意図するも
のであるとみなしていた17830 しかし これを相否した場合に悪評を被ることを懸念して
遷延政策をとり. 他国から多くの陣害が出されるよう配慮すべきであるとした17930 束力
ロカノレノ案は，協議条約，不侵略条約，相互暖助条約から成るという説明がフランソワ z
ポγセによってドイツに対してなされたが， ドイツ側は，不侵略および協議条約は， ドイ
ツの政策と一致するとして肯定し，相互援助については，軍事f内および地理的理由から反
対の立場をとることを決めていた180%

6月13日， ベルリ γ において， リトピノフはドイツ外相ノイラート (K. H. -1<. von 
Neurath)と東方ロカルノをめぐって会談し 外相は， すでに定めてあった方針に基づい
て二国聞の不侵略条約締結を対案として提議し東方ロカルノの条約体系に引き入れられ
ることを拒否した181%

6月7日付のリトピノフの外務人民委員部宛報告によれば. リトピノフは， フィ yラγ
ド外相 (A.Hackzell)に東方ロカノレノへの同国の参加を打診したが，外*日は否定(j';Jな態度
を示した182)。リトピノフの 6月17日付183)および27日付184)の記録によれば，バルト諮問
に対しては，正式の提議はこの段階においてはなされておらず， ソ連は，交渉の内容のみ
を通告しており， したがってパノレト諸国は，公式の態度を示していなかった185)。
東方ロカルノの実現には，ポーランドの参加が不可欠であり， フランスはポーランドに
熱心にこれを働きかけていたが， ポーラ γ ドは， 最終的な回答を留保し続けていた186%
ソ連は，ポーランドの不参加を強く懸念し，ポーランドを加入させるためには，フランス
からの圧力が必要であるとみなしていた187% しかしながら，ポーランドの拒否的態度は，
すでに決定されており， 5月25日付のドイツの駐ポーランド公wモルトケ (H.-A.Moltke) 
の報告がこれを示している 188)。

176) DGFP. C-II， No. 486， (Bopboa CCCP)， N2 6， CTp. 157， DDF.トVI，nO 297. 
177) DGFP. C-II， No. 458. 
178) Ibid.， No. 491. ノイラート外相発，在英・伊・ベルギー大・公使館宛の 6月8日付訓令。
179) Ibt'd. 
180) Ibid. 
181) Ibid.， No. 504. CM. sBfl. XVII，地 197.V. DDF.トVI，nO 331.外務次官ピユーローは，こ
の会談について，ノイラートが最終的な拒否回答を与えたのではなく，条約構想の検討を約したと
している (DGFP.C-II， No. 505， note 3. CM. sBn. XVII， NQ 208， 217. V. DDF. 1-IV， nOS 335， 368. See DGFP. C-III， Nos. 1， (5)。

182) sBfl. XVII， npHM.地 177，DG.FP. C-II， No. 496. CM. sBfl. XVII， N2 218， 23G. 
183) sBn. XVII，地 206.
184) TaM :JICe， M 218. 
185) TaM :JICe. 
186) DDF. 1-VI， nOS 232， 334， 384， 431， DGFP. C-III， No. 77， sB刀.XVII， N2 187， 227， 239， npHM.陥 198，DBFP. 2-VI， No. 479， Beck，。ρ.cit.， pp. 281-283. V. ]. Laroche， La Pologne de Pilsudski: Souvenirs d'une ambassade， 1926-1935， Paris， 1953， chapitre XV: Le projet cle pacte orienta 1. 
187) JJBn. XVII， N2 218， (Bopboa CCCP)， N2 6， CTp. 157， 159， DDF.トVI，n" 376. 
188) DGFP. C-II， No. /165， s01cyMeHmbt， M 128. 
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東方ロカノレノは. ロカルノ条約と連関していたため， ロカノレノ条約の保障悶であるイギ

リスおよびイタリア189)の態度は，重要であった。 イギリスは， 非公式にフランスから，

ソ連の連盟加盟および仏ソ協定についての打診を受けていたが100) 6月 13日， バルト ，y

外相は，イギリスの駐仏大使クラーク (G.Clerk)に， 東方ロカルノ案の実現のためのイ

ギリス政府の協力を要請した19130イギリス側は，同案に対する態度を留保していた102)が，

このようなイギリスの姿勢に， ソ連は，強L、不満を示していた193)。

イギリスは， フランスからの一連の働きかけ 194)に応じて東方ロカルノの検討に着手し

た19530パノレトゥ外相は，訪英し， 7月 9日から 10日にかけて両国間で、東方ロカルノにつ

いて意見が交換された196% その結果， フランスは，①仏ソ協定にドイツを加えること，

すなわち，フラ γスがドイツに対しでもソ連に対すると同等の援助を供与すること，②ド

イツの東方ロカルノへの加入がドイツの軍備平等権問題の交渉再開の最良の基盤を提供す

るという見解にフラ γスが同意すること，を求めるイギリスの提議を受諾し，イギリスは，

ドイツ，ポーランドおよびイタリアへの同案の周旋を引き受けた197)。

7月 12日付・のローゼ、ノベルグの報告は，レジェ事務総長が英仏会談の結果を説明したこ

とを伝えており 198入同月 16日付の訓令においてリトピノフは， ソ述が， ドイツへの保昨

拡大に応じることをフラ γス側に伝えるよう，命じた199)。

イギリスによる修正が英仏両国の政府によって承認された直後200入 イギリスは周旋に

乗り出し201) その結果，イタリアは，東方ロカノレノ支持を表明した202)が， 東方ロカルノ

の成否の鍵的存在であるドイツおよびポーランドは， 態度を変えなかった20的。 この段階

一一一一一一一一一
189)イタリアは，当初，イギリスの参加しない安全保陣体制には加わらない旨，表明し (DDF.1-VI， 

nO 382)，最終的な態度を留保していた (DDF.1-VI， nO 421， jJBll. XVII， N2 196)が， ソ辿はイ
タリアの態度が次切に好転しつつあると観測していた (jJBll.XVII， N2 225， 236， 237)。

190) DBFP. 2-VI， No. 428. 

191) Ibid.， No. 454. 
附 Ibid:Nos札れ DDF円 1，n" 398. See DG川 C-1I.No. 502 
19:3)リトピノフは 6月21n，イギリスの駐ソ大使チfレストン(しhilston) 1:'， 点ガロカルノにおIする
ノイギリスの立場が不!リ]6'(r1であるとの不満な述べた (DB.FP2-VI， No.4(8)。イギリスの文、J)，t;に n~，] L. 
てのソ速の帳l~ ~IIJiこついては，以下~参照せよ。 (50pbôa CCCP)， N2 G， CTp. 157， jJBn. XVII， N2 
218， 226， 232. 
194)DDFP.24I，Nos 454，461，465，47L472，DDF.1-VI，nO398. 
195)DDF.1-VI，nO434，DBFP.2-VI，No.481.v.DDF.1-VL110441.See DBFP.:z-VI，No. 

486 
196) DDF.トVI， nOS 454， 457， DBFP. 2-VI， Nos. 487， 488， 489， 490 
197) DDF. 1-VI， nO 457， annexe， DBFP. 2-VI. No. 489， Annex. イギリス1:1:， ロカ/レノ条約の布|

η~1Jtの JJj(日IJ セ lli 悦し，ソ連がロカノレノ条約についてドイツを保障しフラシスは地域協定に附L.，
ソAにおIすると同様にドイツを保障することが相互性の原則にかたうものであると主張 Lた
(DBFP.:Z-VI，Nos.487，488)。
198) jJ Bll. XVII， npHM. N2 210. フランスは， 駐英大使館を通じても， ソ辿の，恥英大使マイスキ{
(YI. M. MaflcKH負)に， rl:rJ 慌の説明をなしてレた (jJBll. XVII，陥 246)。
199) Ta.M JlCe， N2 252， (5opboa CCCP)， N2 6， CTp. 158. 
2(0)イギリス政府は7月11日に (DBFP.2-VI， No. 494， DDF.トVI， nO 458)，フランス政府けlii]n
12日にこれを承認した (DDF.1-VI，nO458.v.Herriot，op.cit.，pp.444-445)。
201)DBFP.2-VI，Nos.493，493，note 3，496，497，499，501，503，DGFP.c-III，No.85.v.DDY. 

1-VI， n08 459， 469. 
m)DBFPHL no机 DDFトVい om，DGFPC-III，No?，note 

l 

:2U~~) ドイツについては，DBFP. 2-VI， No. .199， DGFP. C-III， No. 85. V. DDF. 2-VI， n
O 1178，ポ
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で，東方ロカノレノ支持を明らかにしていたのは，チェコスロパキアー閣であった20430

ソ連は， 7月末から 8月初めにかけて，東方ロカルノ案に対するパノレト三国の支持をと

りつけることに成功した。エストニアおよびリトアニアの外相は，訪ソした折に，同案に

対する原則的支持を表明し， ラトピアもエストニアと同様の声明を発表した205)。 これに

先立ち，ポーランド外相ベックは，ラトピアおよびエストニアを訪問し東方ロカノレノに

対するポーランドの拒否的態度を示しており 2063， ここにおいてソ連がパノレト三国の支持

をとりつけたことは， リトピノフの外交的勝利であったといえよう 207%

V. 東方口力JL-ノ翼の終駕

1934年 9月 18日，国際連盟第 15回総会は，ソ連の連盟加盟および同国を常任理事国と

する決議を可決した208)。 ソ連の連盟加盟は， 仏ソ交渉の初期の段階において，仏ソ提批

実現のためには不可欠で、あるとしてフランス側により提議されたものであるが，ここにお

いてソ連が連盟に加盟したことは， ソ連が「集団安全保障」政策を民開するための舞台が

設定されたことを意味する。

しかしながら，これに先立ち， 1934年8月中旬から 9月にかけて，ドイツおよびポーラ

γ ドは，東方ロカノレノ案に対する拒否回答の準備を進めていた209)0 9月 10日， ドイツ政

府は，同案に対する公式の態度を， 関係各国政府宛の覚書において表明した21030 ドイツ

は，軍備平等が認められない限り，どのような安全保障体制にも参加することはできない

とする従来の立場を主張し，東方ロカルノからは如何なる現実的利益も期待できないと

し，以下の見解を明らかにした。「ドイツ政府が， 西方からの攻撃に対し， ソ連軍によっ

ーヲンドについては，DBFP. 2-VI， No. 503， DDF. 1-VI， nO 464. V. DDF. 1-Vl， 1108 468， 
47:3， 491. CM. .s Bfl. XVII， N!! 255， npHM. N!! 198. 
204)チェコスロパキアは，イムソ交渉の初Jt}1の段階からこの桝想、を匁lらされていた棋慌で CDDF. 1-V， 
nO 139， .sB刀.XVII， N!! 144)，同協定の締結に同意し C.sBfl.XVII， N!! 192， 218， DGF'P. C-III， 
No. 33)，ベネジュ (E.Benes)外相は， 関係各悶への打訟も行なっていた (DDF.1-VI， n'市 :¥95，

451， DGFP. C-III， No. 33)。
2(5) .sB刀.XVII，地 280，283， 295， SDFP. III， pp. 86-88， FPUS. 1934-1， pp. 505-507， DGFP. 
C-III， No. 133， note 3. 両凶外相の，1Jiソについては，FRUS. 1934-1， pp. 498， 505-508， DBFP. 

2-Vl， No. 509参照。
206) DGFP. C-l11， No. 133， note 5. See DBFP. 2-Vl， No. 549， FRUS. 1934-1， p. 506. 

207) See FRUS. 1934-1， p. 506. 
2(8) ソ連の述日11力n¥取については，SIA. 1934， pp. 392-404，ρIA. 1934， p. 98， F. P. Walters， A 
History 01 the League 01 Nations， 1969 (1952)， Lonclon， pp. 579-585参n抗。ソ述は， 9月15
i1付の述閣総会議長宛の書簡において，ソ述のj:J!IIIl加l則前の紛争には， 1;見約 12条ならびに 13条の
'ぷめた仲裁 J品、I~IJ ある L 、は d] 法i'I~J解決は適川されないことを表明し C.ßB刀. XVII，地 331，DIA. 

1934， p. lOO)， 9月18fl の Æ \Rl総会での i儲 ~l~~ の '1 ' で， ソ辿代長リトピノフは，辿¥Ill規約 12条およ
び15条が戦中立f合法化するものであるので，乙jしを不戦条約に的うよう修正すること，委任統治fl日l

l主に ~Iする 22 条および人種平等の('f;，IIEの欠如により 23条に反対であることを述べた (11Bfl. XVII， 

N!! 334， DIA. 1934， p. 104)。
2(9) DGFP. C-III， Nos. 109， 162， H)4， 177， 188， 190， 191， W. Jl1drzejewic7.， ecl.， Diρlomat in 
Berlin， 1933-1939: Paρers and 114emoirs 01 ] ozel Liρski， New Y ork， 191')8， Document 
No.30. ドイツは， li~ 荒に対するポーランドの態度を打診し，ポーラ γ ドは否定的態度を伝えてい

た (DGFP.C-1II， Nos. 139， 177， 184， 194， JI1c1rzejewicz， ot. cit.， Document No. 30)。
210) DGFP. C-III， No. 200， (Bopboa CCCP)， N!! 7， CTp. 154， FRUS. 1934-1， pp. 509-51G. CM. 
I1Bfl. XVII， N!! :t~7. Sω DGFP. C-IlI， No. 191， notc ~\. 
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て自らの領域と防禦されたり，東方からの攻撃に対し，フランス軍によって防禦されるこ

とを，現実的なものであるとみなすことは，不可能であるoJ211)
9月27日， ポーラ γ ド外相ベックは，パノレトクに，東方ロカノレノに対するポーラ γ ド政

府の見解を提示した文書212)を手渡したo 同文書において， ポーラ γ ドは， これまで近隣

諸国との双務協定および直接交渉によって安全保障と均衡を確保してきたことを強調し

東方ロカルノ案をめぐる以下の問題点を指摘したo 第一に，ポーラ γ ドは，相互援助条約

へのドイツの参加は同条約の実現に不可・欠で、あるとみなしており， この条件が満たされ?

場合.ポーランドは同条約に， ドイツ=ポーラ γ ド不侵略条約が両国間の関係の基盤と L

て維持されるという趣旨の条項を組み込むことを要求する旨，明らかにしたo第二に.ポ

ーラ γ ド.vi，同条約参加国のうち，ポーランドとの問に正常な外交関係が樹立されていな
い国〔リトアニア〕に対する援助義務を拒否することを記し，第三に，フランスが地域協

定を東北欧に限定していると思われるにもかかわらず， ドナウ地域に属するチェコスロノミ

キアが参加しているとしポーランド政府は，阿国に対する新たな義務を受諾することに

ついて否定的な見解を示した213% ドイツの ~ll否問符が 1() 日に山されていた以上，ポーラ

γ ドの~n否的態度は明自になった。

1934年 9月末において，東方ロカルノへの参加を表明していたのは，フラ γス， ソ述お

よびチェコスロパキアの三カ国であったo9月25日，外務人民委員部西欧第三部長ルピー

ニン (E.B. Py6HHt'IH)は，アメリカの駐ソ大使ブリットに， ソ連は東方ロカルノが推進さ

れることをあきらめたと述べ，フランスおよびチェコスロパキアが， ソ連と相互防衛条約

を締結することをソビエト政府は信じているとした2100

10月9日，フラ γス外相パルトゥは，訪仏中のユーゴスラピア国王アレクサ γ ダル

(Aleksandar)とともに，クロアチアの民族主義団体ウスタッシァ (Ustasa) に関係を持つ

マケドニア人によって暗殺された21:i)0 ノくルトゥの後任外相には. ラヴァル (P.Laval)が

舶民地相から転出した216〉o ラヴァルの外交姿勢は， バルトゥのそれとは根本的に異なっ

ており，パノレトゥによって推進されてきた東方ロカルノは， ドイツおよびポ{ラ γ ドの-l!l

否回得と相{突って.ここにおいてー頓服をきたした217%

211) DGFP. C-III， No. 200. 
212) DGFP. C-III， No. 226， f(OIcY.Meflmbl， N2 154， Beck，。ρ.cit.， pp. 335-338， (5opboa CCCP}， 

M 7， CTp. 154. CM. f(Bfl. XVII， M 34G. 
21:~) DGFP. C-III， No. 226， f(oICY.Meflmbl， M 154， Beck.。ρ.cit.. pp. 335-338， (6opboa CCCP}， 
N2 7， CTp. 154， f( B刀.XVII， M 346. 
これに先立ち，ベツタはノミノレトウとの会談で，同様の再定的態度を示していた((50pboaCCCP}， 

N2 7， CTp. 154)。
214) FRUS. 1934-1， p. 516. 
215) Scott，。ρ.cit.， pp. 203-204，平井 11935年・仏ソ同盟条約の成立をめぐる一考察j，3-4ベージ。
216) Scott，。ρcit.，p. 204，刊二「郎5年・仏ソ間関条約の成立をめぐる一考察j，4ページ。
217)ラヴア fレ外交については， Scott， 0ρ. cit.， chapter 10， Komjathy， 0ρ. cit.， VII， :\I~;I\: 11935年・
仏ソ同盟条約の成立をめぐる一考察j，山極「フラ γスの外交ーバルトゥー外交からラヴアル外交

への転問を中心に」を参照せよ。
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結 論

以上，東方ロカルノ案をめぐるソ連外交について，従来の研究においては用いられてい

なかった， wフランス外交文書集Jおよび『ソ連邦対外政策文書集』を含む， 関係各国の
政府公刊文書集を中心として，検討を進めてきた。ソ連の東方ロカルノへの参加は， ソ述

外交史上の一時期を画するものであるから，同案をめぐるソ連外交の考察は， ソ連外交の

転換過程の検討にまで及ぶものであり，この作業を通じて，国際政治場担における仏ソ提

J15の方式に関するソ連側の構想が，仏ソ交渉を通じて， フランス構想に対応して変容して
いった過程を浮き彫りにすることができたものと思われるO 以下においては，この検討に

よって明らかとなった諸点を指摘する O

第一は，相互援助をめぐる仏ソ交渉のイニシアチブをとったのは，フラ γス側であった

ことである。ナチス z ドイツの台頭を背景として仏ソ提慌の気運が高まり.ポールロポ γ

クーノレ外1:目の提議により，交渉が軌道に乗せられたのであった。 1934年2月から 4月にか
けては仏ソ交渉がーI~f. 11'断したが，交渉再開後のイユシアチプも，一貫してフラ γス側
が揮っていた。

第二に.仏ソJ2J13の方式に問しては. ソ連側は，交渉の当初は仏ソ二国1mの相互段以j条
約を求めていたが.フランスの対ソ援助を獲得できることを前提として，条約形式には聞

執せず、に，フランスのロカノレノ条約に匹敵する地域協定構想を受諾した点を指摘できょう O

多数国間の地域協定構想の原型は，ポール=ポ γクーノレ構想に見出すことができるのであ

り， ソ連側の 12月末の提案は，ポール=ボンクール構想をそチーフとしたものであろう O

そして，このソ連提案は， ドイツを除外した地域的相互防衛協定であり，極東の紛争にま

で援助を拡大適用することを意図したことが注目されるo 1960年代以降のソ連の諸研究

は.この提案を集団安全保障体制を創設するものとして評価しているのである O

第三に，国際連盟へのソ連の加問問題は，フランス側が対ソ按助の方策を検討した際

に.その前提条件として不可欠であるとみなしこれをソ述に提訴;したものであり，東方

ロカノレノ案に付随して生じた問題で、あった。

以上の諸点は，東方ロカノレノをめぐるソ連外交が， フランスのイニシアチブに応じたも

のであり，フラ γスの対ソ援助が確保されうる限りにおいて，フラ γス構想を追認してい

ったことを示しているO このソ連外交の基盤である，地域協定への参加と連盟加盟を認め

た， 1933年末の党中央委員会の決議は，資本主義諸国と積極的な提携関係に入ることが明

示されている点において， ソ連外交が，それまでの，不侵略条約網の構築による安全保障

政策から大きく転換したことを意味するものである O この転換は， 日本およびナチス=ド

イツからの脅威を背景として，フランスからの提議に応じて行-なわれたものであったとい

えよう。

ソ連は，東方ロカルノ案への積極的な関与を契機として，西欧民主主義諸国との提騰を

図ることにより，安全保障を確保する政策をとるに至った。東方ロカルノ案は瓦解に終わ

ったが， ソ連のこのような外交路線は，英・仏の「宥和政策Jにより破綻をきたすまで，

国際連盟を舞台として展開された。

(1977年5月脱稿)
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杭 111 隆子

What came to be known as the Eastern Locarno or the Eastern Pact has signi-

ficance in marking not only the turning point of the history of the Soviet foreign policy 

but also in studying the Soviet policy toward collective security after the Second World 

War， such as the Asian Col1ective Security proposal. Books or monographs referring 

to the Eastern Pact， which were publishecl in the Soviet Union during and after the 

1960's， regard the Soviet policy towarcl the project of the pact as the historical origins 
of the Soviet search for collective security and estimate that the Soviet Union aimed at 

establishing the collective security system in the 1930's. They assert that the project 

for the Eastern Pact was based on the original Soviet ioea. 

The principal object of this paper is to make clear the Soviet project for the 

Eastern Pact through recording the Franco-Soviet negotiations which have been hitherto 

obscure to us. jJoKyhteHmbl BHewHeCi nOJlltmltKtt CCC P (Soviet Foreign Policy 

Documents) (Vols. XV1， XVII) and Documents diρlomatiques francais (French 
Diρlomatic Documents) (1st series， Vols. 1V， V， V1) publishes many important facts 
on the Franco-Soviet negotiations and the clrafting process of the Eastern Pact. Besides 

these materials， the writer mainly used the official clocuments of Germany， Great Britain， 

the United States， and the Japanese Foreign Ministry Archives. 
According to the French and the Soviet 0伍cialdocuments， the Franco-Soviet 

negotiations on mutl1al assistance opened immediately after the German withdrawal from 

the Disarmament Conference aIicl the League of Nations. This initiative came from 

France. The French Foreign Minister， 1. Paul-Boncour submitted a proposal for 
concluding a mutual assistance pact related to the existing French alliance system in 

Eastern El1rope and the entry of the Soviet Union into the League of Nations which 

was indispensable to receive assistance from France. 1n December， 1933， the Soviet 
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Union agreed to negotiate on this problem with France and then submitted a proposal 

concerning a regional agreement on mutual defense against possible German aggression， 

which resulted in the creation of the encirclement system against Germany. The 

Soviet Government wanted to expand the assistance to the conflict in the Far East. 

At the same time the Soviet ambassador to France， V. S. Dovgalevsky informed France 

that the Soviet Union clecicled to become a Member of the League with some reser-

vatlOns. 

However， the instability of the internal situation in France delayed the negotiation 
with the Soviet Union for about three months in spite of the Soviet Government's 

request. During this period the Quai d'Orsay continued to examine the method of the 

mutual assistance. The evolution of international relations which fお01日lowe町吋clt山hec∞oncluト司
S計ionof the German"干.

proj炉ec口t. As a result of the French Foreign lVIinistry investigation， it became clear that 
the excl usion of Germany from the regional agreement was difficult mainly because 

they were anxious to cleprive this agreement of having the appearance of heing a伊¥inst

a thircl power. 

At the end of April in 1934， the French Government clecided to resume the 

negotiation ancl submitted a proposal concluding two interconnected pacts: a Treaty of 

Regional Assistance limited to the sphere of North Eastern Europe， and an Agreement 

between France and the Soviet Union. The regional agreement was to be signed by 

Poland， the Soviet Union， Germany， Czechoslovakia， and the Baltic States. The Soviet 
Union agreed in principle， but insisted on the French assistance to the Baltic States， 
which finally the French Government refusud. The五nalFrench project consisted of 

three interconnected pacts: a Treaty of Regional Assistance， an Agreement between 
France and the Soviet Union， and a General Act， which corresponded to the Locarno 
Pact. Although France and the Soviet Union made every possible diplomatic e妊ortto 

realize the project， by September， 1934， it became evident that the project would fail 

because Germany ancl Polancl informed the interestecl nations of their refusal to join in 

this pact system. 

1n conclusion， the Soviet interpretation of the emerging threat from Nazi-Germany 

and Japan obliged the Soviet Union to change her foreign policy for the rapproche-

ment with the capitalistic states. The Soviet forei 
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